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序論 この論題を掲げた理由,お よび問題の所在

中江兆民一 無抵抗主義者 としてのカント

鹿子木員信一 徴兵論者としてのカント

朝永三十郎一 共和主義者 としてのカント

小結

1序 論 この論題 を掲 げた理 由,お よび問題 の所在

本稿 は,カ ン ト法哲学 が 《兵役》 お よび 《兵役拒否》 に関 し,い かなる思想

的位置づ け を行 っているか検討す る ものである。 は じめに,当 論題 を取 り上 げ

た理 由 を簡単 に述べ てお こう。 事 の発端 は シ ョーペ ンハ ウアー研 究 にある。

《個 と共 同性》 とい う主題 を軸 に,ド イツ観念論 との 関わ りか らシ ョーペ ンハ

ウアー読解 を試 みた ところ,彼 の思想形成 に深 い影響 を与 えた出来事 として,

1813年 の 「対仏解放戦争」 の存在が浮か び上が って きた。詳細 は別稿 にゆず る

が1),簡 単 にい う と,同 戦争 の 開始 にあ たって プ ロイセ ンが 《)'1R兵役義務

制》(特権的な免役制や金納による代人制を認めない国民皆兵制)を 導入 し,そ れ に

呼応 してベ ル リン大学教授 のフ ィヒテが 《学徒 出陣》 を訴 えた とき,ま だ学生

だったシ ョーペ ンハ ウアーが 「私 は人類 に腕力で奉 仕す るので はな く,頭 脳 で
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奉仕す る ように生れつ いてい るこ と,そ して私の祖 国は ドイツ よ りももっ と大

きい とい うこ と,こ れ を堅 く確信 していた」(1813年9月24日,イ エナ大学哲学部

長への手紙)と い う理 由で 《兵役拒 否》 を行 った。 そ の経験 が彼 の初期著作 に

も影 を落 としてい る可能性 が見 えて きたのであ る。そ こで次の研 究課題 として

浮上 す るの は,「 シ ョーペ ンハ ウアーの戦争 経験 は,そ の後 の彼 の哲学 におい

ていか なる論 理 として現れ出てい るのか」 とい う問題 であ る。だが この問い に

取 り組 むには,近 代 の国家思想 にお ける兵役拒 否の位 置づ けに関 し,最 小 限の

予備 知識 を得 ておかね ばな らない。兵役拒 否の思想 的性格 をはっ きりさせ てお

くことが,シ ョーペ ンハ ウアー哲 学 に論理 として刻 印 され た戦争経験 の痕跡 を

見 出す うえで不 可欠の段 取 りだ ろ うか らであ る。本稿筆 者 はこう してマ キアヴ

ェ リ,ホ ッブズ,ル ソー,ス ミス の4人 の著作 を検討 した2)。 残 るはカ ン トで

ある。 シ ョーペ ンハ ウアーの哲 学の 《師》 カ ン トは,シ ョーペ ンハ ウアー哲 学

の 《原体験》 ともい うべ き兵役拒 否行 為 に対 して,い か なる思想 的評価 を下 し

ているのか。

*

「常 備 軍(milesperpetuus)は,時 が た つ と と も に全 廃 さ れ る べ き で あ る 」(8,

345)イ マ ヌ エ ル ・カ ン トは 『永 遠 平 和 の た め に』(ZumewigenFrieden,1795

年)第1章 の 「第3条 項 」 で こ う書 い て い る 。 「と い う の は,常 備 軍 は い つ で

も戦 争 を 始 め る こ とが で き る とい う準 備 態 勢 に よ っ て他 の 国 々 を 絶 え ず 戦 争 の

脅威 で脅 かす か らである。 また常備 軍 の存 在 は互 い に軍事力で優位 に立 とうと

す る国家 間の野心 を刺 激 し,は て しの ない軍備競 争 を うながす。その結 果つい

には増大す る軍事費 のため,平 和 のほ うが短期 の戦争 よ りもい っそ う重荷 とな

って くるので ある。 そ してこの重荷 を ときはなつため に常備軍 その ものが,先

制攻 撃,つ ま り侵 略戦争 の原 因 となる」(ebd.)。 常 備軍 の存在 自体 が平和

に とって脅威 であ る とい うこの指 摘 を,本 稿 で は 《常備 軍 の政 治学 的批 判 の

テーゼ》 と呼ぶ ことに しよう。 このテーゼ はル ソーか らの影響 を多分 にうかが

わせ る もので あ る。 カ ン ト独特 の思 想 は この直後 に開陳 され る。 「そ れだ けで

はない。殺す ため,あ るい は殺 され た りす るため に兵隊 に雇 われ る ことは,人
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問を単 なる機械 や道具 として ほかの もの(つ ま り国家)の 手 で使用す ることを

含 んでい る と思 われ る。 この ような使用 は,お そ らくわれわれ 自身の人格 にお

ける人 間性 の権利 と一 致す る こ とが で きない」(ebd.)。 常 備軍 が人 間性 の

権利 を も脅かす ものであ る とい うこの指摘 を,本 稿 では 《常備軍 の倫理学的批

判の テーゼ》 と呼ぶ ことに しよう。 このテーゼは,カ ン ト倫理学 の根幹 と もい

える,『 人倫 の形而上 学 の基礎 づ け』 のテーゼ 「自分 の人格 の うち に も他 の誰

もの人格 の うちに もあ る人間性 を,自 分 がいつで も同時 に目的 と して必 要 と し,

決 してただ手毅 としてだけ必要 と しない よ うに,行 為 しな さい」(4,429)の 国

家論 的 ヴ ァリエ ーシ ョンとい えよう。それゆ え人は,国 家 が国民 に課 す 《兵役

義務》 について は,当 然 カ ン トが 《否》 との判定 を下す であろ うと予想す る。

しか し,《常備軍 の倫理学的批判 のテーゼ》 の直後 にはこ う書か れてい る。「も

っ とも国家市民 が 自分 や祖 国 を外部 か らの攻撃 に対 してそなえるために,自 発

的 に武器 を とって定期 的 に繰 り返 す軍事演 習 はこれ とは まった く異 なるのであ

る」(8,345)。 国家主体 の常備 軍 と国民 主体 の 自衛 訓練 とを区別す る この

指摘 を,本 稿 で は 《民兵制擁 護のテーゼ》 と呼 ぶ こ とに しよう。 ところで この

テーゼは,国 民 の 《兵役義務》 を も意味す るのだろ うか,そ れ とも国民 に 《兵

役拒否権》 を認 め る もの なのだ ろうか。

た しか に,「 自発的 に」 とい うただ し書 きはあ るが,こ の場 合の 自発性 とは,

《国民全体 の権利》 と しての 自発性で あって,《 個 々人の権利》 と してのそれで

は ない ようであ る。 とすれば,こ のテーゼが 《国民皆兵制》 を容認す る もの と

の解 釈 も成 り立つ ので はないか。 げん に宇都宮芳 明 は,「 これ は今 日のス イス

に見 られる ような国民皆兵 による自衛措置 の ことであろ う。常備軍 は廃止す る

が,国 民が全員参加 して他 国か らの攻撃 にそなえる ことは,永 遠平和 にいたる

前 段 階 と して,カ ン トも これ を認 め て い た の で あ る」3)と 述 べ て い る。 は た

して カ ン トは,《 兵 役 拒 否 》 の 法 的正 当性 を認 め て い る の だ ろ うか 。 この 疑 念

は,『 永 遠 平和 の た め に』 の2年 後 に 出 た 『人 倫 の形 而 上 学 』(漉 吻 ゐッ鋤4θ γS拓

den,1797年)を 見 る と さ らに深 ま る。 同 書 第1部 「法 論 の 形 而 上 学 的 定 礎 」 所

収 の 「国 際 法 」 の項 で カ ン トは,「 自然 状 態 にお い て 自由 な 国家 が 互 い に戦 争
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を行 う根源 的権利(た とえば法 的状態 に近づ く状態 を設立 す るため に)に つい

て は,ま ず次 の ような問題 が生 じる。 すなわち,国 家 は臣民 を他 の国家 との戦

争 に動員 する,そ の際 にその財産 を,そ れ どころか生命 を失 わせ る,あ るいは

危 険 にさ らす,し たが って,戦 争 に赴 くこ とを望 むか否 かは臣民 自身の判 断 に

委 ね られるのではな く,主 権者 の最高命令が 臣民 を戦争 に送 り出す ことが許 さ

れ る こ とに な る。 そ う した こ とは,国 家 が そ れ 自身 の 臣民 に対 して もつ どの よ

うな権 利 に よる もの な の か」(6,344)と の 問 い を立 て,こ う述 べ る の で あ る。

「国民 は国家 にお いてつね に,共 に立 法 を行 う成 員 と見 な されな くてはな

らず(た んに手段 としてで はな く,同 時 に また 目的 それ 自体 と して も),

したが って戦争遂行 一般 について だけで な く個 々の宣戦布 告 につい て も,

自分 の代 表者 を通 じて 自分 の 自由な同意 を与 えないわけにはいかない。 こ

うした制約条件 の もとで のみ,国 家 は国民 の危険 に満 ちた任務 につ いて任

意 に決め る ことがで きる。 したが って私 たちはこの[国 民 を戦争 に動 員す

る]権 利 を,お そ ら くは主権者が人民 に対 して もつ義務(そ の反対 ではな

い)か ら導 き出 さな くてはな らないだろ う。そ の場合,人 民 はそれ に同意

を与 えた と見 な され なけれ ばな らない。 この資格 にお いて人民 は,受 動 的

(自分 を処理 させ る)で あ りなが ら自発 的 で もあ り,主 権 者 自身 を演 じる

ので ある」(6,345-6)

た しか にカ ン トは,国 民 を専断的 に使役 す る権利 を国家 に認 め てはい ない。

だが 同時 に彼 は留保 をつ けて,国 家 が国民 に兵役 を課 す こ とを認めて もい るの

である。 また,同 書 第1部 所収 の 「国家法」 にはこ うあ る。「国家 にお け る命

令 者 は臣民 に対 して権利 だけ を もち,(強 制 され る)義 務 は もたない,と い う

命題 が帰結 す る。 さ らに,命 令 者の機 関であ る元首 が法則 に違 反 した とし

て も,た とえば課税や徴 兵 な どに際 して国家が課す負担 の配分 にお ける平等 の

法則 に反 して も,臣 民 は こ の不 正 義 に対 して抗 告[=不 服 申立](gravamina)を

す る こ とはで きて も,抵 抗 す る こ とは許 され な い」(6,319>。 この記述 に
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よれば,義 務 を有す るのは もっぱ ら被 支配者のみであ り,国 民 は自分 が不 当 と

思 う徴兵 にも抵抗 はで きない とされる。周知の ようにカ ン トは,国 家 への 「抵

抗権」(革命権)を 国民 に認 めていないが,徴 兵 につ いて もその論理が適用 され

るのだろ うか。

この問題 に関 しては,欧 米 での解釈 も二極 に分 離 している ようで ある。 まず,

カン トを国民皆兵制 と結 びつけて解釈す る ものに,ジ ョン ・デューイ 『ドイツ

哲学 と政治』(1915年)が ある。 デューイは,ド イツの軍事思想家 ベ ル ンハ ルデ

ィ(1849-1930年)の 『ドイ ツ と未 来 の戦争』 か ら,「個 人 の諸権 利 の主張 は,

終局的 には,各 入 を無責任 と国家 の拒否へ と導 く。 こうした見解 に反対 して道

徳 的義務 の福 音 を教 えたのが,批 判哲学 の創始者 イマ ヌエ ル ・カ ン トで あ り,

国民 皆兵 の理念 を洞 察 した のが,シ ャー ンホルス トで あ った」4)と い う記 述

を引用 し5),つ ぎの ように述べ る。「アメ リカ人読 者 は,カ ン トの道徳 的義務

の福音 か ら 『,』をつ け る以外何 の注釈 も加 えず,突 然 シャー ンホルス トの国

民皆兵へ と文章が飛躍す るの にす っか り面喰 って しまうのだが,さ りとて実際

には,さ ほ ど非論理 的 とい うわけで もない。 とはいえ,無 論 の こと,カ ン トの

教義が直接 的な引 き金 となって,プ ロシ ャが 国民皆兵制 を採用 し,個 人 的幸福

や行 為 の 自由 をば,あ の"State"と 大文字 で書 か れる実体 に全 面的 に従属 さ

せ るようにな った,な どと言 っているのではない。私 の真意 は こうなのだ。つ

ま り,具 体 的な政治状況が現状 を維持 し,あ るいは打 開せ ん と して国民皆兵制

を要請する時,実 体無き義務の福音は(実 体が無いから当然と言えば当然なの

だが),そ の時 々の国家秩序 が命令 す るにす ぎない,あ くまで特殊 な諸々の義

務 を神 聖化 し,理 想化す るうえで,大 い に利用価値が ある とい うこと,こ の こ

とを私 は言 い たいのであ る。[…]以 上要す るに,カ ン トのい わゆ る崇 高 な義

務 の福 音 は,邪 悪 な勢力 につ けい られ るす きを残 してい るのである」6)。

カン ト倫理学 の 「義務」 の思想が ドイ ツ国民 を兵役義務 に順応 させ るために利

用 された とい うのが,デ ュー イの見解 であ る。 だが,カ ン トのい う義務が 「実

体 無 き」 が ゆ えに 「特 殊 な諸 々の義務」 の一つ(一 兵役義務)に 応用 可 能で あ

る とい うので は,論 証 が不完全 ではないだろ うか。逆 に,カ ン トのい う義務 は
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「実体無 き」が ゆえ に 《良心 の義務》 となって 《兵役拒否》 を捉す,と の立論

も可 能だろ うか らである。

他方,デ ューイ とは逆 に,カ ン トを 《市民 的不服従の理論家》 と して捉 える

のが,イ ンゲボル ク ・マ ウス 『啓i蒙の民主制理論』(1992年)で ある。 カ ン ト法

哲学 の 《蹟 きの石》 とされる 「抵 抗権 の否定」 の問題 に真正面 か ら取 り組 んだ

同書 で,マ ウス は次 の ように述べ る。「『暴徒 化』 に反対 す るカ ン トの意志表示

は,大 衆 に よる批 判 のエ リー ト的 な否定 と読 まれ うるか も しれ ないd[…]カ

ン トが 『暴徒 化』 とい う言い 回 しをす る とき,こ の表現 に よって示 され るの は,

ひ とつの拡大段階で も,ま た総 じて可能 な抵抗 の行動形態で もな く,狭 義 の抵

抗[=暴 力革命]に よる公共体 『一般』 の暴力 的破壊か ら生ず る瓦解 の産物で

ある。[…]そ れゆ え暴徒化 は,公 共体 が現 存す る こ とに対す る反対 以外 の何

もので もない。暴徒化 とは,自 然状態 にお ける国民 の集合状態 であるが,市 民

状態 にお ける国民 は 『公 共体』 と同 じで ある。 それゆえ非暴力 の大衆示威行動

とい う現代 の行動形態 には,お よそ暴徒 化 を否定す るカ ン トの判 定 は関係 しな

いので ある。 む しろ反対 にこの行動形 態 は,『 陳情』 と 『異議 申 し立 て』 とい

った批判 の,劇 的 な演 出や世 間に訴 える表現 に よる,抵 抗行 為 の今 日的 な表現

と見 な しうる。 この ような抵抗行 為 をカ ン トは,す で に彼 の時代 の絶対 主義 シ

ステム に対 して訴 え要求 したので ある」7)。一 カ ン トが否定 した 「抵抗」 と

は,公 共体 の 「暴力的破壊 」 を伴 う行動のみ を指すのであ り,公 共体 の破壊 を

伴 わない 「非暴力の大衆示威運動 」 を含 む もの ではない,む しろカ ン トは後者

を積極的 に支持 していた,と い うのがマ ウス の見解で ある。彼女 はその論拠 と

して,カ ン トが 《立法権》 への抵抗 を禁 じつつ も 《執行権》 への抵抗 を認 めて

いる ことを指摘す る。す なわち,カ ン トに とって立法権 とは,公 共体 を可能 に

す る共和主義的 な 《結合契約》 の象徴 であ り,こ れ に対 す る抵抗 が否認 され る

の は当然で あるが,執 行権 はその限 りで はないか らであ る8)。 このマ ウスの論

証 は強 い説得力 を有 しているが,彼 女のい う 「非暴力 の大衆 示威 運動」 の なか

に 《兵役拒 否》 が含 まれ るのか どうかは明 らか で ない。 しか も,《非暴力》 が

戦争 とい う極 限状 況 にお い て国民個 人の 問題 となるの は,ま さ しく 《兵役拒
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否》 をお いて他 にないはず である。 だが,先 に 『人倫 の形而上学』 か ら引用 し

た ように,カ ン トは 「戦争 に赴 くことを望 むか否 かは臣民 自身の判断 に委 ね ら

れ るのではな く,主 権者 の最高命令が 臣民 を戦争 に送 り出す」 と述べ ているの

であ る。 この二律背反 をどう考 えるべ きか につ いて,マ ウスは と くに言及 して

いない。

こう して,カ ン トにおける 《兵役拒否》 の思想 的位置づ けについ ては,い ま

だ不 明の ままであ る。 だが,デ ューイや マ ウス の ような第一級 の思想家 で さえ

(おそらく)未 解決 の問題 に,本 稿筆者 が直接勝負 を挑 んで も,し ょせ ん徒手空

拳 に終 わ るほかないだろ うことは間違 いない。 そ こで本稿で は,多 少迂遠 では

あ ろ うが,プ ロイセ ン式 の 《国民 皆兵 制》 を敷 いてい た戦前 の 日本 たお ける

《カ ン ト平和 論解釈》 を探査 す る とい う道 を と りたい。 デ ュー イが 『ドイツ哲

学 と政治』 を書 いた時期(1914年),ア メ リカは徴兵制 を敷 いていなかった し,

マ ウス(1937年 生まれ)の 母 国 ドイツが現在採用 しているの も,《 良心 的兵役 拒

否》 を認 めた上 での徴兵制 である。 その点 では,全 国民 の無条件的 な 《兵役義

務》 が厳格 に制度化 されていた戦前 の 日本 にこそ,カ ン トと兵役 との関係 を考

える上 で示唆 に富 む議論 が提示 されていた可能性 が強 いのではないか。 そ して
か のこ

じっ さい この予想 は,カ ン ト平和 論 の受容 におい て名 を残 した中江兆民,鹿 子
ぎ かずのぶ ともなが さんじゆうろう

木 員 信,朝 永 三 十 郎 の 三 人 を検 討 す る こ とに よ って裏 書 きされ る。 す なわ ち,

『永 遠 平 和 の た め に』 にお け る 「常 備 軍(milesperpetuus)は,時 が た っ と と も に

全 廃 され るべ きで あ る」 とい うテ ー ゼ をめ ぐって,こ の三 人 は 《三 者 三 様 》 の

読 み を提 示 し,そ の議 論 は さなが ら 《三 哲 人経 論 問答 》 の様 相 を呈 して い る の

で あ る。 以 下 は そ れ に関す る簡単 な調 査 報 告 で あ る。

(なお本稿 では,叙 述全体 を通 して,長 文 の引用 を多数挿入す るという処置 をとった。

これは,ひ とつ には,本 稿筆者が恣意的な解釈 を してい ないこ とを示すためで もあるが,

それ以上 に,今 日入手困難 となっている文献[と くに鹿子 木,朝 永の諸論考]を 可能 な

か ぎり著者本人の声 で紹介 したい と考えたためであ る。その結果,煩 預 にす ぎて,読 み

づ らい叙述 となって しまったことをお詫 びする次第である。)
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2中 江兆民 無抵抗主義者 としてのカ ン ト

日本 にお け るカ ン ト平和論受 容史 の舅頭 を飾 るの は,中 江 兆民(1847[弘 化

4]-1901[明 治34]年)『 三酔人経論 問答』(1887[明 治20]年)で あ る。容 易 に

予想 される ことで あろ うが,対 話編で ある同書 に登場す る 《三酔人》 戦争

否定 の理想主義 を説 く哲学 者風 の 「洋学 紳士」,富 国強兵 の国権主義 を説 く壮

士風 の 「豪傑 の客」,両 者 の 中道 をゆ く現実主義 を説 き,お そ ら くは著 者 自身

の立場 を代 表す る とみえる 「南海先生」 の三人 のなかで,カ ン トを話題 に

上す の は洋学紳士 で ある。 この人物 は,は や くも同書 の開始部 で,「 欧州諸 国
くマ マ は ラ

は既に自由平等友愛の三大理を覚知 しながら何故に民主の制に循 へ ざる邦国
な お や

猶 ほ多 きに居 る乎,何 故 に極 て道徳 の義 に反 し極 て経済 の理 に背 きて国財 を
としよ く む こ

姦蝕する数十百万の常備軍を蓄へ,浮 虚の功名を競ふが為めに無皐の民をして
と ざん

相 共 に屠 斬せ しむ るや」9)と の 《常 備軍 批判》 を行 う。常備 軍 が 「経済 の理

に背 きて国財 を叢蝕す る」 もので,か つ また 「道徳 の義 に反 し」 て 「無享 の民

を して相共 に屠斬せ しむる」制度 である とい う指摘 は,カ ン トが 『永遠平和 の

ため に』 第1章 第3条 項 で示 した 《常 備軍 の政 治学 的批 判 の テーゼ》 お よび

《常備 軍 の倫 理学 的批判 の テーゼ》 を連想 させ る。 この連想 が必ず しも的外 れ

で ない ことは,こ のあ と洋学紳士が 《西洋民主主義 の歴史》 につ いて一席 をぶ

ち,人 類 の 目指すべ き 《非戦=平 和》 の理想 を語 る くだ りで判 明す る。す なわ

ち,彼 はサ ン=ピ ェ ール とル ソーの平和論 を紹介 したあ とに,カ ン トに言及 し

て こうい うのである。

や あつ

「カ ン トの言 に曰 く,[①]万 国兵 を寝 め和 を敦 くす るの好結果 を得 ん と欲
ニときと したが

す る時 は諸 国皆 尽 く民主 の制 に 循 ふ に非 ざれ ば不可 な り,[②]諸 国既
ま

に民主 の制 に循 ふ時 は是 れ民 の身は復 た君主 の有 に非ず して己れの有 な り,
いやし あ と ざん

[③]民 荷 も自 ら有 し自ら主 た る時 は量 に復 た 自ら好 みて相屠斬す るの理
あた

有 らん哉 ……二 国相攻撃 す るに方 りて凡 そ戦 よ り生ず る所 の災禍 は誰 か之
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と あつ

れに当る乎,兵 を執 りて闘ふ者 は即 ち民 な り,金 を出 して軍費 に充 る者 は
うしやふんしよう とうせき

即 ち民 な り,盧 舎焚焼せ られ田野踏籍せ られ て其害 を受 る者 は即 ち民 な り,
たいら のち

事 平 ぐの後 国債 を募 集 して善後 の策 に任 ず る者 も亦民 な り,[④]而 して

此種 の国債 は終 に償却 し尽す ことを得可 らず,何 となれば戦一 たび交 はる
わざわい うらみ

時 は 禍 連 な り 怨 結 びて,一 旦和 を講 ず る も久 か らず して復 た発す るこ
はたし かく あ

とは避 く可 らざるの勢 なれ ばな り,果 て此 の如 くな る時 は,民 た る者量

に 自ら好み て戦端 を開 くの理有 らん哉云 々」10)

論理 の展 開 を見やす くす るため,本 稿筆者 な りに4段 階 に分 けてパ ラフ レー

ズす る と,① 平和 を実現 す るため には国家が民 主制 を とらねば な らない,(な

ぜ なら)② 民主制 におい ては,国 民 の身体 は国民 自身の所有 で あって,君 主の

所有 で はない(か らである,し たがって)③ 国民 はみず か ら生命 の危 険 を犯 した

り国債等 の経済的負担 をして まで戦争 を しようとは思 わない,④ ちなみ に この

種 の国債 は,戦 争が つづ くか ぎ り償却 される ことはない,と い う立論 になろ う。

このカ ン ト紹介文 をその まま素直 に受 け取 れば,カ ン トは 《兵役拒否擁護論》

を説 いている こ とになろ うが,は た して これは カン トの原典 に即 した論理展 開

となっているであろ うか。加 えて,上 記引用文 のあ とに洋学紳士が説 く 《非戦
わがせい

論》一 「若 し万分 の一此 の如 き兇暴国有 るに於 ては吾f各 々 自ら計 を為 さん
ただ い

のみ,但 僕 の願ふ所 は我衆一兵 を持せず一弾 を帯 びず従容 と して日はんのみ,

吾僑未 だ礼 を公等 に失 ふ こと有 らず,幸 に責 らるaの 理有 る こと無 し,吾 憐相
そうこう

共 に治 を施 し政 を為 して争訂す る こ と有 る こと無 し,公 等 の来 りて吾僑 の国事
みだ じゆうほう

を擾 す こ とを願 はず,公 等速 に去 りて国 に帰 れ と,彼 れ猶 ほ聴 かず して 銃 砥

を装 して我 に擬す る時 は我衆大声 して日はんのみ,汝 何 ぞ無礼 無義 なるや と,
びゆうニう

因て弾 を受 けて死せ んのみ,別 に1巧 の策有 る に非 ざるな り」11)を 目に

す る と,『 三酔 人経編 問答』 の読者 は,カ ン トがい わゆ る 《無 抵抗 主義 者》 で

あるかの ような印象す ら受 けるであろ う。 だが,先 に も見 た ように カン トは絶

対 的非戦論者 ではない。 このあた り,中 江 のカ ン ト解釈が どうなっていたのか,

先 の引用文 をカン トの原典 『永遠平和 のために』 と照合 しつつ考察 してお く必
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要 が あ る と思 わ れ る。

中江 の カ ン ト論 は,全 体 と して は,『 永 遠 平 和 の た め に』 第2章 所 収 の0節

「永 遠 平和 の た め の 第 一 確 定 条 項 各 国 家 に お け る市 民 的体 制 は,共 和 的 で

あ るべ きで あ る」(8,349)を パ ラ フ レーズ した もの で あ る。 だ が い くつ か相 違

点 が あ る。 まず,① の 「民 主 の 制」 とい う訳 語 で あ るが,カ ン トの原 典 で は,

republikanischと い う言 葉 こそ 登 場 す る もの の,そ の 直 後 に,「 共 和 的体 制(re-

publikanischeVerfassung)」 と 「民 衆 的体 制(dem・kratischeVerfassung)」 と を混 同

して は な らない,と の 記 述 が つ づ い てい る。 岩波 書 店版 『中江 兆民 全 集8』 所

収 の 『三 酔 人経 論 問 答』 解 題(松 沢弘陽 ・井 田進也著)に よ る と,洋 学 紳 士 の カ

ン ト論 は,フ ラ ンス の思 想 家 ジ ュ ー・ル ・バ ル ニ(1818-1878年)の 『民 主 政 にお

け る道 徳 』(LaM・raledapsladem・cratie,1868)に 拠 って い る とい う12)。 バ ル ニ と

い え ば,『 純 粋 理 性 批 判』 の フ ラ ンス 語 訳 で 著 名 な カ ン ト主 義 者 で あ る。 この

書 で はdemocratieと い う語 を使 って い る の で,中 江 が カ ン トの用 語 法 を理 解

してrepublikanischを 「民 主 の」 と訳 した か ど うか は,バ ル ニ 原 著 を見 な い

こ と に は判 断 で き ない 。 この ほ か に も,④ の記 述 の う ち下 線 部(一 戦争が終結

しない理由を述べ た部分)が,原 典 に は ない 補 足 で あ る。 だが,以 上 の2点

は,本 稿 主題 の 《兵役 問題 》 に とって は比 較 的 に細 部 の事 柄 で あ り,よ り本 質

的 な問題 は,② の 「諸 国既 に民 主 の 制 に循 ふ 時 は是 れ民 の 身 は復 た君 主 の有 に

非 ず して己 れ の 有 な り」 とい う箇 所 で あ る。

とい うの も,こ の② の記 述 は,《 身 体 の所 有 権》 が 国民 一 人 び と りに存 す る

とい う,ロ ック的 な 《自己所 有 論》 を想 起 させ るが一 そ して この立 論 ゆ え に

《カ ン ト二兵 役 拒 否 擁護 論 者 》 との 解 釈 も導 か れ る わ け だが この 記 述 に該

当 す る文 章 が カ ン トの原 典 に(少 な くともr永 遠平和 のために』 には)見 当 た らな

い か らで あ る。 た しか に,カ ン トも初 期 の草 稿 「『美 と崇 高 の 感 情 に関 す る考

察』 覚 え書 き」(1764-65年)に お い て,ロ ッ ク的 な 自己所 有 論 を記 して い るが,

後期 の 『永 遠平 和 の た め に』 や 『人倫 の形 而上 学 』 で は 少 な く と も表 面 的

に は 自己所 有 論 は影 を ひそ め て い る。 ほ か に② の 記 述 の典 拠 と して は,

『永 遠 平 和 の た め に』 第1章 第3条 項 にお け る 《常 備 軍 の倫 理 学 的 批 判 の テ ー
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ゼ》(=「 殺 すため,あ るいは殺 された りす るために兵隊 に雇 われ ることは,人 間を単

な る機械や道具 と してほかの もの(つ ま り国家)の 手 で使用 するこ とを含んでいる」)

が 考 え られ るが,こ の テ ー ゼ に は 《民 兵 制 擁i護の テ ー ゼ》(一 「国家市民が 自分

や祖国 を外部か らの攻撃 に対 してそなえ るため に,自 発的 に武器 をとって定期 的に繰 り

返す軍事演習は これ とはまった く異なる」)が 留 保 と してつ い て い る。 そ して,こ

の留 保 と 《国民 皆 兵 制 》 との 関係 を探 るの が,本 稿 の そ もそ もの問 題 意 識 で あ

った 。 《常 備 軍 の倫 理学 的批 判 の テ ー ゼ》 の み を もっ て,カ ン トを 《兵 役 拒 否

擁 護 論 者 》 と判 定 す るわ け に はい か な い。

この 問題 を さ ら に追 究 す る には,中 江 が カ ン ト論 を祖 述 す る に あ た っ て依 拠

したバ ル ニ の 『民 主 政 にお け る道 徳 』 を検 討 しな け れ ば な らな い だ ろ う。 同書

は,中 江 自身 が 『三 酔 人 経 編 問 答』 を著 した の とほ ぼ 同時 期 に,「 民 主 国 ノ道

徳 」(1887[明 治20]年)と い う題 で 門下 生 と と もに翻 訳=新 聞連 載 して い るが,

未 完 に終 わ った た め,カ ン トが論 じられ て い る原 書 第14講 の翻 訳 は残 念 なが ら

存 在 しない 。本 稿 筆 者 がバ ル ニ原 著 を入 手 で きて い な い た め,こ こで の検 討 は

断念 せ ざ る を えな いが,米 原 謙 『日本 近 代 思 想 と中江 兆 民 』 に は,バ ル ニ の軍

隊 論 と中江 との 関 係 が論 じ られ て い る。 カ ン トとは直接 に関係 しな い が,《 兵

役 問題 》 を主 題 とす る本 稿 に とっ て は多 少 な りと も稗 益 す る と ころが あ ろ う。

「普仏 戦 争[1870-71年]の 敗 戦 と と も に批 判 の矢 面 に立 た され た の は,言 う ま

で もな く軍 隊 で あ った 。帝 政 下 の職 業 軍 隊 の改 革 は誰 もが 主 張 した と ころで あ

る。 バ ル ニ は[『 共 和 主 義 者 の 手 引 き』(ManuelRepublicain,1872)で]次 の よ う

に指 摘 して い る。/『 共 和 政 にお い て は,軍 隊 は 国民 自体 と混 ざ り合 う。 それ

は武 器 を も った 人民 に他 な らな い。 デ ィ ドロが 主 張 した よ うに,そ こで は個 々

の市民が二つ の服 を持 たねばな らない。 自分 の職業 の服 と軍服であ る。市民の

軍 隊,あ るいは 国民 的義勇 軍 と呼 ぶべ き もの,こ れが 共和 政 の軍 隊 であ る』

(傍点は原文 イタリック)。/単 な る 国民 皆 兵 で は な く,一 種 の民 兵 制 度 が こ こで

主張 されている。常備軍 を廃止 して民兵制度 を創設す る とい う議論 は,当 時特

に珍 しい もので はなか った。[… 中江 の]『 政理叢談』 に紹介 されてい る 『急進

的政治学』 の中で,ジ ュール ・シモ ンもまた同様 の提 案 を してい る。常備 軍の
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かわ りに 『十分 な装備 を もち,よ く鍛 え られ た市民』 による制度 を設 ければ,

『フランス は もはや 自国領 内で敗 れ る ことはな く,隣 …国の安 全 を脅 かす こ とも

ないであ ろ う』 と」13)。 この ように,「 帝 政 下の職業 軍 隊」 た る少 数精鋭

の 《常備 軍》 を廃 して,「 共和 政 の軍 隊」 た る国民総武装 の 《民兵 制》 を とる

のがバ ルニの理想 であ ったわけだが,こ れは 『永遠平和 のため に』 第1章 第3

条項 の 《常備軍 の政 治学 的批判 のテーゼ》 お よび 《民兵制擁護 のテーゼ》 に近

い立場 とい えよう。 また,カ ン トとバルニが 「共和 政」 とい う言葉 を共有 して

い るこ とに も注意 したい。バ ルニが 当時 フランスで屈指 の カ ン ト主義者 であ っ

た こ とを考 える と,彼 の民兵論 が カ ン ト平和論 を下敷 きに してい た可 能性 も否

定 で きない。

もっ とも,バ ルニが カ ン トを論 じた 『民 主政 にお ける道徳』 は,普 仏 戦争前

の著作 であ るため,戦 争後 の彼 の民兵論 が カ ン ト平和論 をどの ように見 てい る

か は,つ まび らかで ない。 しか も,普 仏 戦争 直後 の1871[明 治4]年 か ら1874

[明治7]年 にかけて フラ ンス に留 学 し,バ ルニや シモ ンの影響 を受 けた とさ

れ る中江 が,カ ン トを 《無抵抗 主義 者》 として捉 えてい るのだか ら,な お さ ら

不 可解 であ る。 中江 の この カ ン ト理解 はか な り強固 な ものだ った らしく,論 説

「土著兵論」(1888[明 治21]年)に お いて 《民兵制》 を主張 す る際 に もそれが現

れてい る。 中江 の カ ン ト理解 を端 的 に示 す もの と思 われ るので,少 し長 くなる
てうせい

が引用 しよう。 いわ く,「 サー ン ピェ ール なる学士 が衆 人 の嘲笑 を顧 みず万 国
そうせう そじゆつ

平和の説を創唱 してより其後学士連中往々祖述する者有 り第十八世紀に至 り
Cドイツコ せうどう

独乙 の碩学カントは哲学的に是説を唱道 し近時一千八百六十七年には諸国の
じスイス　 ユう もう

学士 瑞西 に相集まり万国平和会と号する一大会を開き三箇の問題を設けて反
つく あ あ

復 討議 し遂 に力 を端 して相 共 に此 説 を主 張す るこ とに決せ り」14)。「鳴呼万 国
し しゆ

平和説は純然たる平民的の主義なり粋然たる経済の旨趣なり/然 りと錐ども我
わつか せ うせつ ふ きよ

第十九世紀は学士が 縷 に空文の理義を唱説するの時にして政事家が専ら浮虚
く せ う

の功名 を競争す るの候 な りワ ッ ト,ラ ウオアジエ ー以来技科 の士が苦 焦 して収
こうよう と

穫したる貯蓄したる国を富まし民を楽まし経済世界を光耀する器具を把 り来 り

て彼の野獣の心有 りて人類の感無き政事家と号する妖物が一意に之れを人の国
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と でう しうめい

を破 り人の家を滅ぼし人を傷け人を殺す戦争の屠場に利用 して自家万世の醜名
せきるい ほこ えい

を積累して自身は之れに奔 り衆人は之れを栄とする暗黒なる文明時代 なり/
し ぜんこ うどう こ う うこく

此暗黒なる文明時代に際して此紫髭黄瞳の虎狼国に交はりて兵備を徹 し銃砲を
せ う そもそも

錆 し専 ら道徳経 済 を事 とせ ん と欲 す るが如 きは正 は則 ち正 な り抑 々智 と謂ふ を

得 ざるなり/さ れば兵備は未だ解 く可 らず而 して兵備を保存 して而 して平民平
きん ぴ

等 の義 に務 めて隣i接し経 済の 旨に務 めて近比せ ん とせ ば如何す可 きや と論 じ来
どちやくへい

るときは常備軍を廃 して土著兵を置 くの外吾等必ず他に方案無 きを信ずるな

り」15)。 諸 国家が競 争 にあけ くれ る今 日の世界 にあ って,カ ン トの ような

非武装 の 《万国平和論》 で は とうてい 日本 は存続 で きない,軍 備 を保持 しつつ

同時 に 《平 民平等》 の理想 に近 い状態 を望 むな らば常備軍 を廃 して 《民兵制》

を とるほか ない,と い うのが 中江 の民兵制提 唱論 であ る。 こう してみ る と,や

は り中江 は バ ルニの影響 か否 かは不 明だが あ くまで カン トを 《非武装

論者》 と して捉 えてい た ようで あ る。(カ ント平和論 とバルニ民兵論 とのあいだの

影響関係,お よびそれに関する中江の理解については,今 後さらなる追究が必要である。

他 日を期 している。)

ともあれ,以 上か ら明 らか な こ とは,バ ルニ と中江 の両者 にお いて,《 常備

軍批判》 の言説が 《国民皆兵》 の思想 と共存 していた とい うこ と,そ して彼 ら

の主張 は(少 な くとも中江は気づいていないけれども)カ ン ト平和 論 の立場 と案外

近い ところにある とい うこ とであ る。そ こで,カ ン トと兵役 との関係 を扱 う本

稿 と しては,バ ルニや 中江 の民兵論が じっ さい にフラ ンスや 日本 の軍制改 革 に

お いていかなる帰趨 をた どったのか,19世 紀 後半の軍制史 について も最小 限確

認 してお きたい ところであ る。 まず,普 仏 戦争後 の フランスの軍 制改革 につい

てだが,邦 語で読め る史書 の うち最 も詳細 に述べ てい るの は,軍 制史家 アル フ

レー ト ・ファークツの古典 的大著 『軍国主義の歴 史II大 衆 軍隊の発展 と軍

国主義化』 で ある。 《軍事 史》 とい う分野 は とか く現実 政治 の影響 を こうむ り

や すい学 問領域 か もしれ ない が,同 書 は その序 章 「ミリタ リズムの理念 と本

質」 に述べ てある ように,国 防や戦略 とい った 《国益 の追 究》 で はな く,著 者

が 「軍隊 と社会 との内的関連」 と表現 す る ところの,い わば 《軍 隊の社 会史的
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研 究》 を 目指 した もの で あ り,学 問 的信 頼 性 の 高 い 史 書 と見 て よい と思 う(そ

れに,1892年 に ドイッで生 まれ,1927年 にアメ リカ市民権 を得た とい う著者の経歴 か ら

もうかが える ように,一 国に偏 した り肩入れ した りす ることの ない公平 な叙述 も,同 書

の大 きな特徴 の一つ といえる)。 そ の 第7章 第5節 「フ ラ ンス の敗 北 と大 衆 軍 隊へ

の転 換 」 に聞 こ う。 「一 八 七 二 年 の[フ ラ ンス の 軍 制]改 革 は,二 つ の敵

外 敵 と国内 の敵 一 に た いす る復 讐 の 必 要 か ら生 れ た。 これ らの 目的 の ため に,

フ ラ ンス の 支 配 階級 は,国 家 内 容 的 に は国家 の 資 源 を軍事 専 門家 た ち

の 思 い の ま まに させ た。彼 ら軍 人 た ち は,対 外 的 に は敗 北 したが,国 内 で は救

済 者 と して あ らわ れ,後 者 は前 者 の 面 目 をお お い か くす の に役 立 っ た。[…]

とこ ろで 数 的優 勢 とい う こ とは,軍 隊 の特 徴 と して,も っ と も容易 に判 定 しう

る ものであ るので,一 八 七二年 のフラ ンス議会 は,兵 力数 を ドイツ と同等 とす

る とい う決定 を行 なった。 この こ とは軍備競 争 を発 生せ しめ,各 国の平 時兵力

量 を増大 させ,権 力 政治のバ ラ ンス とい う意味か ら,仮 想敵 国 は相手 国の兵力

増 強 に即応 したので あった」16)。 こうして フラ ンス は 《国民皆兵制》 を導

入 し,プ ロイセ ン=ド イツ との軍拡競 争 に突入す る。 しか し不 幸 なこ とに,そ

の競争過程 で フラ ンス は,本 来の 《民兵 制》 の専 守防衛 的 な理念 を捨 て去 り,

当時 の ドイッの富 国強兵 的 な 《徴兵制》(こ れについては本稿次節で論及する)を

模 倣す る ように なる。 フ ァー クツはい う,「 一八 七 一年以後 の フラ ンス の軍事

理論 は,同 時代 の市民 的思想 か らよ りも,む しろ軍事専 門家 や歴史 か ら好 んで

そ の教 説 を と りい れ た 。 そ の よう な軍 人精 神 にわ ざわ い され つ つ,ク ラ ウゼ ヴ

ィ ッッへ と旋 回 した 。 フ ォシ ュ[ニ フ ラ ンス の 軍 人(1851-1929)]は 彼 を発 見

し,そ の教 説 を,一 九 〇八 年 以 後 に彼 が 校 長 と な っ た 陸 軍 学 校 で 教 授 した。

[…]し か しク ラ ウゼ ヴ ィ ッ ツの 理 論 は,後 年 に は フ ラ ンス の学 徒 た ち を,ご

く最近の経験 を軽視 させ るよ うに し,た だた だ攻勢 のため に訓練 された人力 を

重視 し,そ れ以外 の,新 しい軍事力 の源泉 について体系 的 に研 究す るうえでの

ブ レーキ として機 能 した。 また これ らの教 説 は,新 しい火器 の実力や利点 を,

精神 的,経 済的,体 系 的 に探 求す るこ とをなお ざ りにさせ た。だか らフ ォシュ

や大多数 の フラ ンス将校 たちは,ア メ リカ南北戦争 が,攻 勢 よ りも防御 のほ う
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が大 きい有効性 を もってい るこ とをすで に証 明 してい るの に,こ れ らの新 しい

兵器 に よって,攻 撃 力 を高 め るべ きだ と信 じて疑 わ なか ったの で あ る」17)。

以上 の ファー クツの歴 史記述 に したが え ば,1872年(バ ルニがr共 和主義者

の手引きDで 民兵制 を提唱した年である)に フランスが 《国民皆兵制》 を導 入 した

のは,プ ロイセ ンニ ドイッに対抗 しうるだ けの 《兵員数》 を確保 す るため にほ

か な らず,け っ きょ くはバ ルニや シモ ンが重視 した 《平等 主義=市 民 的思想》

よ りも,ク ラウゼ ヴ ィッッに象徴 され るような 《軍事 的思考》 が国家 政策の中

核 を占め る運命 にあ った とい うこ とになる(も ちろん,フ ランスが一から十まで完

全にドイッを模倣 したわけではない。同じ国民皆兵制でも,革 命を恐れる ドイッが 《国

民の武装権》 を極力排する方向で軍制を整えた[=短 期現役予備兵制度]の に対 し,革

命を経験済みのフランスは一応 《国民総武装》 をも視野に入れた軍制改革をした[=長

期現役幹部制度]と いう違いがある。藤原彰 『軍事史』[シ リーズ 「日本現代史大系」,

東洋経済新報社,1961年]第3章 第1節 を参照のこと)。

では,バ ルニやシモ ンの影響の もと中江が唱 えた 《民 兵制》 は,日 本で は ど

の ような扱 いを受 けたのか。 日本 は1873[明 治6]年 制定の 「徴 兵令 」 によっ

て,満20歳 か ら40歳 までの男子 に兵役 を課 してい たが,特 権的 な免役 制や,金

納 による代 人制 を大 はばに採用 していたため,戸 籍改窟や養子縁 組 に よる徴 兵

忌避者が続 出 した こともあって,陸 軍 中心 に軍制改革 を望 む声が はや くか らあ

った。 中江が 「土著兵論」 を著 した翌年 の1889[明 治22]年(r三 酔人経編問答』

発刊の2年 後),「 徴 兵令」 の大改正 が行 われ る。優 れ た啓蒙書 と してい まなお

評価 の高 い大 江志 乃夫 『徴 兵制』 に よって,簡 単 な事実確 認 を してお こ う。

「新 徴兵令 が旧令 と根本 的 に異 な ってい る点 は,帝 国憲法 第二 十条 に定 め られ

た兵役義務 に もとつ いて,は じめて一般兵役義務=必 任 義務 としての徴 兵制 を

確立 した こ とであ る。新令 は,第 一条で 『日本帝 国臣民 に して満十七歳 よ り満

四十歳迄 の男子 は総 て兵役 に服す る義務 ある もの とす』 と定 めた。免役 につい

ても 『兵役を免ずるは廃疾又は不具にして徴兵検査規則に照し兵役に堪えざる

者 に限る』 と した。八三年改正 の旧令 にあった事実上 の平時免役 で ある平時徴

集猶予 制 は全廃 された。[…]後 述 す る兵役 上 の特権 制度 を除外 す れば,例 外
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を認 めない 『国民皆兵』 の原則が確立 され た もの とい え よう。/兵 役 制度 は,

常備兵役,後 備兵役,国 民兵役 の三種 とし,常 備 兵役 は満二〇歳か ら現役三年

(海軍 四年),予 備役 四年(海 軍三年)の 合計 七年,後 備兵役 は常備兵 役 終了後

五年,そ の他 は国民兵役 であ った。 ほか に満十七歳 に達 した もの に現役 志願 を

許 した。海軍 は志願 兵 を優 先的 に徴 集 し,定 員不足 分 を徴 兵 によ って補 充 した。

徴兵検査 の 甲種合格 者,乙 種 合格 者の順 に抽 せ んをお こない,当 せ ん者 を現役

に徴 集 した。落せ ん者 は一年間予備徴 員 とし,現 役 の欠員補 充要員 とした。予

備徴員を終ったものおよび丙種合格者は国民兵役に編入された。丁種は 『廃疾

又 は不 具』 お よび身長四尺八寸(一 四五 ・五 セ ンチ)以 下の もので不合 格免役

で あった」18)。 一般 兵役義務 につ いては本稿次節 で言及す るが,「 抽せ ん」

とある ように,《 国民 皆兵》 とい って も,じ っさいの現役徴 集率 はけっ して高

くはなか った。新徴兵令 施行 後 の1891[明 治24]年 で も徴兵検査 合格者 の5.

7%(ち なみに改正前の1888[明 治21]年 は4.6%だ った),改 正 か ら10年 目の

1898[明 治31]年 で も10.6%で あ る(吉 田裕r日 本の軍隊一 兵士たちの近代史』

[岩波書店,2002年]第1章 を参照のこと)。す なわち,徴 集 された者(当 せん者!)

だけに武装 訓練 をほ どこ し,そ れ以外 の国民 には(後 備軍に所属する場合でも)

武装解 除 を徹底 す る とい う点では,新 制度 も旧制度 となん ら変 わ りはな く,む

しろ国民皆兵 の名 の もとで 《強制徴集》 の実 を上 げ よう とした もの にほかな ら

なか った。つ まる ところ新徴兵令 の 目指 した軍制 は,中 江 の提 唱 した ような国

民 総武装 の 《民兵制》 では な く,あ くまで常備軍 を中心 に据 えた プロイセ ン=

ドイツ流 の 《徴兵制》 だ ったわけであ る。近代 日本最初 の外征戦争 となる 日清

戦争 の5年 前 の こ とであ った。

けっ きょく,フ ランスの共和主義者 たちの場合 と似 て,中 江 の民兵制提唱 も,

富 国強兵 的な 《国民皆兵制》 に呑 み込 まれる運命 にあ った といって よい。 もっ

とも,《 国民 の武装権》 を認 め た とい う点 で,中 江 の見解 は同時代 の 日本 の ど

の民兵論者[吉 田多 々 ・青木 匡な ど]に も増 して急進 的 ・共和主義 的であった

といえるが,中 央集権体制 を確立後 《外征軍 の建設》 を志 向 しつつ あった明治

政府 にとって,中 江 の ような 《専守 防衛 的発想》 は とうてい受 け入 れ られる も
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ので はなか った(『 日本近代思想大系4軍 隊 兵士』[岩波書店,1989年]所 収 「解

説」[吉田裕著]を 参照のこと)。そ して中江 自身 も,お のが胸 中に抱懐 す る 《民

兵 制》 の理念 と,明 治 政府が新徴兵令 によって現実 に推 し進 める 《徴兵制常備

軍》 との相違 について,そ の後多 くを語 るこ とな く没 した(1901[明 治34]年)。

彼 の死後 は,両 者 の相違 に気づ く者す らほ とん どいな くなった。

19世 紀 の フランス と日本 における,以 上 の ような 《国民皆兵制》 の帰趨

を見 る とき,カ ン ト平和論 の掲 げる 《常備軍 の政治学 的批判 のテーゼ》 お よび

《常備軍 の倫 理学 的批 判 のテ,___ゼ》 が,兵 役拒否行 為 の擁護 のた め にどれ ほ ど

の力 とな りえたか,い ささか心 もとな くなる。 か えって,《 民兵制擁 護 のテー

ゼ》 をもって,プ ロイセ ン=ド イ ッ流 の 《徴兵制》 を正 当化 した論客す らいた

ので はないか,と 勘 ぐりた くもなる。 そ して悲 しい こ とに,そ う した 《カ ン ト

悪用》 の事例 もげん に存在 した。 それが本稿次節 の主題 である。

3鹿 子木員信 徴 兵論者 と して の カ ン ト

日本 の カ ン ト平和 論受容 史 にお いて特筆 すべ き第 二 の人物 は,鹿 子木 員信

(1884[明 治17]-1949[昭 和24]年)で あ る。鹿子 木 は海軍 士官 として 日露 戦争

に も従軍 した ことのあ る異色 の哲学者 で,22歳 で渡米 しコロンビア大学 で修士

号 を取得,そ の後 ドイツに渡 りイエナ大学 でル ドル フ ・オ イケ ンの もとで博 士

号 を取得 した。1913年[大 正2]年 に帰 国 したの ち,慶 応義塾大学,九 州帝 国

大学 で哲学 を講 じた。慶大 山岳部,東 大 スキー山岳部 の創立 にかかわ り,日 本

人 として最初 にヒマ ラヤ に登肇 した岳人 として も知 られ る。 また,徳 富藍花 の

小 品 「梅 一輪」(『みみずのたはごと』所収)に 登場 す る葛城勝 郎 は,若 き日の彼

をモデル に した もの といわれ る。早 い時期 か ら 「全体主義」 を唱導 し,太 平洋

戦争 中 には大 日本言論報 国会 の専務理事兼事務局長 を務 め,戦 後 にA級 戦犯 と

判 定 された。 さまざまな意味 で戦前 の 日本 の 《国家主義思潮》 をリー ドした こ

の思想 家が,第 一次世界大 戦の真最 中で ある1916[大 正5]年 に,カ ン ト平和

論 を正面 きって論 じてい る。 カン ト ・アーベ ン トでの講演 をまとめた論文 「カ
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ン トの 『永 遠平和』 を論ず」(の ちにr戦 闘的人生観』[1917【 大正6】 年,同 文館]

に再録)が それで ある。 この3年 前,鹿 子 木 はアメ リカ,ド イツでの留 学 を終

えて帰 国 し,慶 応大学教授 に就任 していた。大戦勃発直前 の激動 の ヨー ロ ッパ

を見 聞 した 日本 の思想家が,大 戦参戦 中の 日本 にお いて行 った講演と して,時

代 の貴重 な ドキュメ ン トであ るといえ よう。

講演 の 冒頭 か ら,鹿 子木 は 《挑 戦 的》 な言辞 を聴衆 に突 きつ ける。 「然 らば

目下私 の興味 の中心 を形 ち作 る ものは何 であるか と申 します れば,そ は 『戦』

の問題 であ ります。昨年 の冬,私 は 『永遠 の戦』 と題す る一書 を出 して世 に問

ふ所が あつ たのであ ります るが,そ の説 く所 は正 にカン ト晩年 の作 『永遠 の平

和』 の理想 と矛盾反対せ る永遠 の戦 であ ります。 か くして私 の此 の攻撃 的戦 闘

的思想 の矢面 に立 たれた方 々の中 には此 のカ ン トの永遠 の平和 を以 てその盾 と

せ られ た方 も少 な くなかつたの であ ります」 「か くして私 の為 さん と欲 す る所

は カン トの永遠 の平和 の理想=私 にはその本 質上一個 の幽霊 としか見 えぬ平和

の理想 を描 きつ ・,同 時 にそれ に攻撃 を加へ,最 後 に若 し尚ほ私 に腕 の力余 り

あ ります るな らば,全 体 としての永遠 の平和 の理想 に止 め を刺 さん とす る事 で
くあ い く ち ラ 　 コ 　 　

あ ります。而 して依 つて以て最後 の止 め を刺 さん とす る 名 首 は実 はカ ン ト本
　 コ 　 　 ロ くり け ん 　

来 の大精神 の鍛 え成す所=実 に精神 的文 明の 利剣 に外 あ りませぬ」19)。一

これ で鹿子木 講演 の意 図 は大方 明 らか となった。彼 は 日本 の平和 主義者 たち

(具体的に名は挙げられていないが,本 稿次節で扱 う朝永三十郎は間違いな く含まれて

いよう)が 拠 り所 とす るカ ン ト平和論 に 《攻撃》 を しか け,平 和主義 者 たち を

《一網打尽》 に しようとしてい るのであ る。

では なぜ鹿子木 はか くも平和主義 を唾棄す るのか。引用文 中で彼が紹介 して

い る 『永遠 の戦』(正 確にはr永 遠之戦』[1915【大正4】 年,同 文館])を ひ もとい

てみ ると,「 『永遠 の平和』 そは抑 も何物 そ それ 自身そは一個空虚 の名
くがんしの

に過 ぎぬ。 然 る に此 の空 虚 の名 は恰 か も 癌 疾 の如 く,我 等 存 在 の根 底 を
{ふ しよ くラ 　けが ラ

腐 蝕 しつ ・あ るのである。武士 的精神 の父,そ の生命 の要素 『戦』 を 稼 し,

之 れ に一切 の忌 は しき悪名 を被 らせ ん と しつ ・あるのである。大和 魂 に戦 を否

定 す るは,恰 か も魚 に水 を否 定せ ん とす るが如 くで ある。 『平和 の理 想』 は今
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や,我 等 の最 も善 きもの,最 も尊 きもの,武 士 的精神,大 和魂 を,そ の根底 に
くしん しよ く}

浸 蝕 破壊 せ ん と しつ ・あるのであ る」20)と い う記 述が 目に入 る。平和主義

は 《武士的精神=大 和魂》 を浸 蝕す るゆ えに断固排斥せ ねば な らない とい うの

が鹿子木の立場であ る21)。い ま 『永 遠之戦』 の内容 に くわ しく立 ち入 る余裕 は

ないが,鹿 子木 カ ン ト論 の成立背景 を知 るための最小 限の情報 として,同 書所

収 の一章 「戦 闘的精神」(1914[大 正3]年ll月 の講演)を 見 てみ よう。 そ こで彼

は,《 武 士 的精神 二大和 魂》 を称 揚 す る理 由 を次 の よう に述べ てい る。

「戦争 は正義 の剣 で あ り,神 向上の鞭 であ る。か くして国民 は常 に喜 んで此 の
{もたら　

神の答一 歴史的必然の 齎 す試練 を受ける決心が無ければならぬ。事
くい やL)

荷 くも国家 の独 立,自 由,尊 厳 に係 わ る限 り,猛 然立 つ てその最 後 の手段

に訴ふ るの覚悟 が無 けれ ばな らぬ。如 此戦闘的精神 あつて始 めて一国民 は存在

す るの権利 が ある。 自らの存 在 と,そ の独 立尊厳 を 自らの力 に依 つ て確 立擁護

す るの力無 くして,国 家 は も早や存在の権利 を有 しない。か くして両刃 の剣 の

如 く鋭 く,引 き しぼ れ る弓 の如 く緊 張 せ つ不 断 の 戦 闘 的精 神 は,実 に国家 存 在

第 一 の義 務・で あ る」22)。事 の つ い で に,他 の 一 章 「国 家 と哲 学 的 精 神 」(1915

[大正4]年5月 の講演)に 目 をや る と,「 我 等 は,今,実 に,未 曾 有 の時 代 に生

きて い る。 現 代 は,髄 か に 人類 の歴 史 の見 た る最 大 な る時 代 の 一 つ で あ る。

現 在,地 球 の上 に,精 神 的物 質 的文 明 の導 者 で あ る ヨー ロ ッパ 国民 は,歴
くか つ}

史上未 だ 曾 てその例 を見 ぬ恐 ろ しきまでに偉大 なる戦 の嵐 の うちに,格 闘力

戦 している。 ……而 して我等 は 我等 は,実 に,今 此 の ヨーロ ッパ の空 を包

む大嵐 の前 に,立 つてい るのである。 その口 に,か の狂暴 と破壊 を包 む黒雲 は,

いつ かは,ま た我等 自らの頭上 に襲 ひ来 らで は止 まぬ。我等 も亦,晩 かれ早か

れ,い つかは,此 の嵐 に見舞 はれて,我 等の精神 の力 と勇気 とを試め さる ・運

命 の下 にある もので ある」23)と書 かれ てい る。 第一次世 界大 戦 にお ける 日本

の勝敗 のみな らず,未 来 の激 しい国際競争 にお ける 日本 の命運 を案 じつつ,国

粋主義 的論陣 を張 ろ うとす る鹿子木 の心情が うかが える。彼 の 《カ ン ト平和 論

批判》 よ り正確 にい えば 《カン ト平和論攻撃》 は,世 界大戦 を意識 し

ての こう した 《日本主義鼓吹》 と背 中合 わせ になっていた。



(148}

た だ し,鹿 子 木 はなに もカン ト平和論 の全否定 を望 んだのではない。最初 に

引用 した文 に 「最後 の止 め を刺 さん とす る七首 は実 は カン ト本来 の大精神 の鍛

え成す所」 とあ る よ うに,カ ン トの論 理展 開 を内在 的 に追 うこ とで 《永 遠平

和》 の実現不可能性 を暴露 させ るのが,鹿 子木 の 目論見 である。本稿筆者 の見

る ところ,鹿 子 木 の この論 法 が非常 に冴 えてい るの は,カ ン トの 《常備 軍批

判》 に対 して加 えた論駁 の部分 で あ る。 もとよ り,《武士 的精神》 を称揚 して

や まぬ鹿 子木 に とってみれ ば,《 軍 隊否定》 の議 論 ほ ど真 っ先 に標 的 とすべ き

もの はないであ ろ う。 じっさい,『 永 遠平和 のため に』 第1章 「永遠平和 へ の

ための予備条項」 の6条 項 の うち,鹿 子木 は 「第三條 『常備軍 は将来全廃 さる

可 きもの也』」 に対す る論 駁 に もっ とも紙数 を割 い てい る。以下,そ の後 半部

分 を引用 しよう。

くひるがえ　

「 翻 つ て今 カ ン トの此 の常備軍 反対 論 を点検 致 しますれ ば,私 共 はそ
　 よ　

の うちに二つ の論 拠 あ るを見 るのであ ります。[①]即 ち0つ は 凡 そ常

備軍 はその陸軍 たる と海軍 たる とを問 わず軍備 の競 争 を促 し,軍 備の競 争

は遂 に戦 を喚起 し,か くしてそれ 自身戦争 の原 因 となるが故 に,そ れを廃
け べ　

止す可 き ものである と言ふ のであ ります。凡 ての武装,凡 ての戦備 は遂

に それ 自 ら戦 を生 む,と 。是 れ実 に至 言 で あ りま して,以 て よ く世 の
{いわゆ　

所 謂 一切 の武装 的平和主義 なる もの ・虚偽,偽 善,空 虚,浅 思 を暴 露せ

る もので あ ります。[②]而 して移 つて常備軍 反対 の第二 の論拠 はそが傭

兵 なるが故 に と言ふ のであ ります。而か も今 日の常備 軍 は一二の例外 を除

いて は決 して傭 兵制度 の上 に立て る常備 軍で はあ りませぬ。そ は国民的常

備軍即 ち一般徴 兵制度,義 務 の概 念の上 に立 てる常備 軍で あ ります。当時

カ ン トは未 だ始 め て シ ュ タ イ ン,シ ャル ンホル ス ト,グ ナ イゼ ナ ウ等 の天

くようやラ

才 の胸 に生れ,カ ン トの死後 漸 くその実現 を見 るに至つ た国民 的常備

軍,国 民 的徴 兵制度,即 ち高貴 なる義務 の上 に立つ常備 軍 なる もの を知 ら

なかつ たので あ ります。[③]若 し之 れ を知 りた りしな らば彼 は必ず その

第二の論拠 を撤廃 したに違 ひあ りませぬ。現 に彼 は此の條項 の説明の うち
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に附記 して 『国民が 自らとその祖 国 を他 の攻撃 に対 して護 らんが為 め

に,時 を期 して行 ふ 自由意志 的軍事 的訓練 は此 の限 りにあ らず』 と言 つて

居 ります。而 して私共 は此の言葉 よ りカ ン トが決 して絶対 的非 戦主義者 で
くうかが　 くママ が　

無かつ た事 を 覗 ひ知 る事 で 出来 るのであ ります」24)

本稿筆 者 な りにパ ラフ レーズす る と,① 常備軍 が戦争 の誘 因 にな るとい うカ

ン トの指摘(一 常備軍 の政治学的批判のテーゼ)は 正 し く,武 装 的平和 主 義 は虚

偽 であ る,② しか し,常 備 軍 は傭 兵制 を基 礎 にす る とい う指摘(一 常備軍の倫

理学的批判のテーゼ)は 今 日で は通用 しない。今 日の常備軍 は 「0般 徴兵制度」

す なわち 《一般 兵役義務 制》 を基礎 に してい るか らであ る。③ もしカン トが今

日の常備 軍 を 目に したな らば,必 ずそれ に賛同 して 自説 を破棄 しただ ろう。 そ

の傍証 が 「自発 的 に武器 を とって定期 的 に繰 り返す 軍事演 習 は これ[e常 備

軍]と は まった く異 なる」 とい う記述(一 民兵制擁i護のテーゼ)で ある これ

が鹿子 木 の主張 で あ る。 つ ま り鹿 子木 は,カ ン トの指摘 す る 《常備 軍 制》 と

《民 兵制》 との相 違 に依拠 し,こ れ を 《18世紀 の常備軍 制》 と 《19世紀 の一般

兵役 義務 制》 との相違 として解釈 しなおす こ とで,日 本の 《国民皆兵制》 を正

当化 しようとす るので ある。 カン トの義務論 を一般兵役義務制 と結 び付 ける点

はベ ル ンハ ルデ ィ(本 稿序論のデューイに触れた箇所 を参照)に 似 て強引 だが,カ

ン トの常備 軍批 判が必 ず しも国民皆 兵制 の否定 で はない とい う主張 は筋 が通 っ

てい る。以上の鹿子 木説 を とるな らば,カ ン トは 《国民皆兵制》 の7護 者 とい

うことにな ろ う し,《兵役拒否権》 は国民 には否認 され るこ とにな ろ う。 これ

は中江兆民 と正 反対 の解釈 であ る。両解釈 の開 きの大 きさに戸惑 い を覚 えるが,

ともか く鹿子 木説 の妥 当性 を点検す るこ とに しよう。 ここで,プ ロイセ ンにお

け る 《18世紀 の常備軍 制》 か ら 《19世紀 の一般兵役義務制》へ の転換 につ いて,

最小 限の確認作業 を行 う段取 りとなった。

まず は じめ に,18世 紀 プロイセ ンの軍制 について,基 本的 な知識 を確認 して

お こう。 日本 の学者 に よるオー ソ ドックスな ドイッ通史 と しては,成 瀬治 ・山

田欣 吾 ・木村靖 二編 『世界 歴 史大系 ドイ ッ史2-1648年 一1890年』(山 川
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出版社,1996年),木 村 靖 二 編 『世 界 各 国 史13ド イ ッ史』(山 川出版社,2001年)

等 優 れ た業 績 が 複 数 あ るが,当 該事 項 につ い て はい ず れ の書 も同様 の デ ー タ を

語 っ て い る の で,本 稿 で は紙 幅 の都 合 上,も っ と も簡 潔 な ま とめ を見 せ てい る

末 川 清 『近 代 ドイ ッ の形 成 「特 有 の道 」 の起 点』 か ら引 用 す る こ とに し よ

う。 「軍 人王 フ リー ドリ ヒ ・ヴ ィルヘ ル ムー 世 が お こ な っ た軍 隊 強 化 策 をみ て

お こ う。 即 位 当時 四万 だ っ た常 備 兵 力 はか れ の在 位 中 に八 万 三 千 人 に増 強 され

た(当 時プロイセン王国は ヨーロ ッパ諸国中,面 積で10位,人 口で13位 であるのに,兵

力では4位 であ った)。 こ う した量 的 増 大 以 上 に注 目 され る の は 一 七 三 ニ ー 三 三

年 のカ ン トン制度 の導入 である。 それ以前 には,軍 隊 は外国か ら誘拐 に近い徴

募 でか きあつ めた傭 兵や 国内の貧民 ・犯罪者 の強制的入隊 で まか なわれ,き び

しい訓練 に耐 えかねて大量 の逃亡者が続 出 した り,病 気や老齢の ため戦 闘能力

の低下 も著 しかった。 ここで導入 されたカ ン トン制度 は,強 壮 な兵士 を徴 集す

るため に設 け られたので あ って,各 軍 団毎 にそれ ぞれ徴 募 区(カ ン トン)を 割

りあて,そ こに居住 する壮丁すべ て を軍 団の兵籍 リス トに登録 してお き,兵 員

に欠員が生ず れば この リス トにもとづ き徴兵す る ことに したので ある。 これ は

徴兵制 に近 いけれ ど も,商 工業 にたず さわる都市民 や西部諸州 の農民 は免除 さ

れ,も っぱ らグー ッヘ ア シャフ ト下 の隷属農民 の子弟が徴兵 の対象 となってい

た。 また帰休制度 によ り,四 ・五 月の訓練期 間 を除 くと帰郷 して農作業 を手伝

うこ とに されてい た。つ ま り営 農 と徴兵 を両立 させ ようと した制 度 といえ る」

25)。 世界 史 にあ る程度 あか るい人 にとっては,以 上 の ような基礎 的確認作

業 な どそ もそ も不要 であ ったか も しれないが,本 稿筆者 と しては,こ の くらい

の知識 で も鹿子 木説 の根拠 をゆ るがす可能性 があ ることを示 したか った。す な

わ ち,こ こか ら分 か るのは,プ ロイセ ンの 《18世紀 の常備軍制》 が,必 ず しも

鹿子 木のい うような 「傭 兵制度 の上 に立 てる常備軍」 であった とはいえない と

い うこ とである。少 な くとも1732年 以 降(し たがってカントの活躍 した時代),プ

ロイセ ンの常備 軍 は 《徴 兵制》 を敷 いていたのであ り,た だ兵役免 除 をめ ぐる

身分 的 な差別 が残 されてい た点 におい て,《19世 紀 の一般 兵役義務制》 と異 な

ってい たのであ る(も ちろん,軍 隊内での陰惨な体罰[鞭 打ち]な ど,18世 紀のプロ
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イセ ン軍 に特徴的で19世 紀 には廃止 された要素 もあるが,本 稿 では,傭 兵制 か徴兵制か

とい う 《兵士の徴 集形態》 を問題 に してい る)。

そ れ ど ころ か,フ ラ ンス革 命 期 の ヨー ロ ッパ 史 を専 門 とす る歴 史 家R・R・

パ ー マ ー の論 文 「王 朝 戦 争 か ら国 民 戦 争 ヘ フ リー ドリ ヒ大 王,ギ ベ ール,

ビュ ー ロ ー」 は,フ リー ドリ ヒ大 王 が 《愛 国 的市 民 軍》 の 養成 を志 向 して さ え

い た とい う見 解 を提 示 して い る。 同論 文 は,ピ ー タ ー ・パ レ ッ ト編 『現 代 戦 略

思 想 の系 譜 』(MayersofM・BernStrategy,].986)と い う全28章 の 大 著 の 一 章 で あ

る。 《軍 事 史 研 究》 の典 型 の よ うな書 名 だが,編 者 パ レ ッ トも 「序 文 」 で述 べ

て い る よ うに,軍 事 史 の専 門家 のみ に よる論 集 で は な く,外 交 史 ・政 治 史 ・思

想 史 ・科 学 史 ・文 化 史 等 さ ま ざ まな分 野 の専 門家 を結 集 した 《百 科全 書 的研 究

書》 とい って よい。 ま たパ レ ッ トは,「 熱 狂 的 愛 国 主 義」 を学 問 的 客 観 性 を脅

かす もの と して斥 け る よ う忠 告 も して い る。 これ らの 点 に鑑 み,同 書 の 学 問性

を信 頼 して引 用 す る こ と に し よ う。 「なお 彼[フ リー ドリ ヒ大 王]が 愛 国 的市

民 軍 の価値 に気 づ い て い た こ とにつ い て は,カ ン トン制 度 が 戦 時 に 同郷 の兵 士

た ち を一 つ に ま とめ る効 果 を持 つ,と 考 え て い た こ とか ら知 りうる。 一 七 四 六

年,彼 は,『 市 民』 か ら徴 募 さ れ た 自分 の 軍 隊 が 名 誉 と勇 気 を もっ て戦 う と書

い て い る。 『この よ うな市 民 か らな る部 隊 を もっ て す れ ば,勝 利 が 彼 ら に とっ

ては敵 の場合 の ように命取 りにな らなければ,全 世界 を屈 服 させ るであ ろ う』。

そ の後 フ リー ドリ ヒは,他 の"思 想 家 た ち"と 同様 に愛 国 心 の理 論 的価 値 を さ

ら に高 く評 価 す る よ う にな っ たが,し か し彼 は そ の ため に何 も しなか っ た し,

また王 国 を改 革 せ ず にで きる はず もな か っ た の で あ る」26)。 パ ー マ ー説 に

よれ ば,《19世 紀 の一 般 兵役 義 務 制》 は,理 念 と して は フ リー ドリ ヒ に よ っ て

先 取 され て い た ので あ り,そ の フ リー ドリ ヒが 残 した改 革 課題 に着 手 す る こ と

で,一 般 兵役 義 務 の 理念 を実 現 しよ う と した の が(鹿 子木 も名 を挙 げてい る)シ

ュ タイ ン ・シ ャル ンホ ル ス ト ・グ ナ イ ゼ ナ ウ等 の軍 制 改 革 者 た ちで あ っ た こ と

に な る。 こ う して み る と,「 当 時 カ ン トは未 だ始 め て シ ュ タ イ ン,シ ャル ンホ

ル ス ト,グ ナ イ ゼ ナ ウ等 の天 才 の胸 に生 れ,カ ン トの 死 後 漸 くそ の 実 現 を見 る

に至 つ た 国民 的常 備 軍,国 民 的徴 兵 制 度,即 ち高 貴 な る義 務 の上 に立 つ 常備 軍
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な る もの を知 らな かつ た」 との鹿 子 木 説 は,じ つ は危 うい根 拠 の上 に立 っ て い

る こ と な ろ う。 カ ン トは,プ ロ イ セ ン常 備 軍 が そ の 制 度 面 で の 主 軸 を 《傭 兵

制》 か ら 《徴 兵 制》 へ と移 動 しつ つ あ っ た時代 に,例 の 《常 備 軍批 判》 を行 っ

た と もい え るの で あ る。 パ ーマ ー説 のみ に依 拠 す る わ け に もい か ない が,か と

い っ てそ れ が提 出 され たい ま,18世 紀 の プ ロ イセ ン軍 を た ん な る 《傭 兵 集 団》

と見 て片付 け る こ と も独 断 と して斥 けね ば な らない 。 カ ン トの 「人 間 を単 な る

機 械 や 道 具 と して ほか の もの(つ ま り国家)の 手 で使 用 す る」 とい う 《常 備 軍

の倫 理 学 的批 判 の テ ーゼ》 は,少 な くと も,以 上 の よ うな軍 制 史 的 な背 景 を念

頭 にお い て読 む必 要 が あ る。

こ う して19世 紀 に入 り,対 仏 解 放 戦 争(ナ ポ レオ ンに対 し,プ ロイセ ン ・ロシ

ア ・スウェーデ ン ・イギ リス ・オース トリアが戦いを挑んだため 「諸国民戦争」 とも呼

ばれる)を 目前 に ひ か え た1813年2月 に 《一 般 兵 役 義 務 制 》 の確 立 が な され る。

そ れ は,20歳 以 上39歳 まで の男 子 に全 面 的 に兵 役 義 務(3年 の現役 ・2年 の予備」

役 を経 て,後 備軍 に14年 所属す る)を 課 す もの で,免 役 制 や代 行 制 をい っ さい 認

め ない とい う点 で,当 時 の ヨー ロ ッパ で もっ と も厳 格 な 《国 民 皆 兵 制》 で あ っ

た(プ ロイセ ンが模範 に仰いだ フラ ンスの 《国民軍》 にはまだ免除規定があ った)。 同

制 度 導 入 の経 緯 につ い て はす で に別稿 で触 れ たの で27),こ こで はそ の思 想 的 背

景 に関 す る最 小 限 の確 認 で と どめ た い 。 もっ と も本 来 で あ れ ば,シ ュ タ イ ン,

シ ャル ンホ ルス ト,グ ナ イゼ ナ ウ とい っ た人 々の 著作 か ら引 用 したい とこ ろ だ

が,残 念 なが ら邦 訳 が な く,ま た彼 らの 同志 に して弟 子 にあ た る ク ラ ウゼ ヴ ィ

ッツ の 『戦 争 論』 は,邦 訳 こそ数種 あ るが,軍 制改 革 後 の1818年 以 降 の執 筆 で

あ る。 で あれ ば,シ ュ タ イ ンた ちの 残 した ドイ ツ語 の原 典 にあ た って再 構 成 す

べ きなの だが,正 直 な とこ ろ本稿 筆 者 はそ れ だ けの 実 力 も時 間 的余 裕 も持 ち合

わせ て い な い の で,こ こで は(あ くまで限界性 を自覚 した うえで)二 次 文 献 を参

照 す る とい う処 置 を とる こ とにす る。 そ うで あ る以 上,管 見 の か ぎ り もっ と も

詳 細 で か つ信 頼 のお け る文 献 で あ る ア ル フ レー ト ・フ ァー ク ッ著 『軍 国 主 義 の

歴 史1一 封 建 騎 士 団 か ら大衆 軍 隊 へ』 の叙 述 に傾 聴 す る こ とに し よ う。 そ の

第5章 第1節 「プ ロ シ ア改 革者 た ち と大 衆 的 諸 力 の 覚 醒 」 で フ ァー ク ッ は,シ
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ユ タイ ン,シ ャル ンホ ルス ト,グ ナ イゼ ナ ウ,ボ イエ ン,ク ラ ウゼ ヴ ィ ッツ と

い っ た プ ロ イセ ンの軍 制 改 革 者 た ちの発 言 を引用 しつ つ,か れ らの 思想 を次 の

よ う に総 括 す る。 「グ ナ イ ゼ ナ ウ は,プ ロ シ ア人 を軍 隊 の 目 的 に献 身 させ る た

め に は,ま ず 第 一 に プ ロ シ ア人 を 自 由 に,も し くはい ま よ り も自由 にせ ね ば な

らない と要請 した。 これ まで プロシア人 は,納 税者 もしくは国家機構 のその他

の受動 的対象 として扱 われて きた。そ して プロシア人 を自由 に し,高 貴 なる も

の に し,独 立心 を持 たせ,さ らには 自 らの尊厳 を もって,全 体 のなかの一部 で

ある とい う感情 をいだかせ るようなこ とは,ほ とん どな に もなされて こなか っ

た。[…]そ の 目的がわか らない ま まに軍務 につ か されて いる にす ぎない人々

に とって は,彼 らが,だ れ の た め に奉 仕 して い るか は問題 で はな い 。 しか し祖

国がおかれ てい る状 況 を知 ってお り,寛 大 な法律 の もとで,正 しい統治 によっ

て もた らされ る幸福 とは,ど の よ うな ものか を知 ってい る国家公民 は,最 高 の

目的 を確保 す るため に,た とえ自分 自身のためで はな く,自 分以外 の人々のた

め で あ って も,喜 ん で 自 ら を犠 牲 に供 す る の で あ る。[…]こ の よ う に して 国

家 の全成員 を兵士 た らしめ うるな らば,彼 らは平 時 にあ って も軍 人精神 によっ

て充満 され るにちがい ない。 また多様 で広範 囲 にわた るプロシア諸 州 は,ひ と

つの憲法 とい う共通 の紐帯 によってのみ,ひ とつの国家へ と統合 され うる。要

す るにグナ イゼ ナウや彼 の盟友 たち は,一 般徴兵制 の負担 を人民 の権利 によっ

て調和 させ 十分 で はな くとも,戦 争 と平和 や戦費 についての審議 の過

程 で 共 同 一一致 に到達 しう る,と 確 信 して い た の で あ る。 そ して これ まで に この

ような諸 条件 が満 たされた な らば,現 在 の三倍 もの軍 隊が可 能であ った ろう し,

ま た現 在 よ りもは るか に安 価 な軍 隊 を え られ た で あ ろ う,と 考 えた」28)。

要す るに,《 祖 国愛》 に基づ く 《国防観念》 を全 国民 に もたせ る こ とで,プ ロ

イセ ン国家 に巨大 かつ安価 な軍 隊 を もた らそ うと したのが1813年 の一般兵役義

務制導入 だ った とい うのであ る。 この ファー クツ説 に従 えば,軍 制改革者 たち

の意 図す る 《国民軍》 は,従 来 の常備軍 について カン トが指摘 した ような 「人

間 を単 な る機械 や道具 として ほか の もの(つ まり国家)の 手で使用 す る」 とい

う発想 を,根 本 的 には脱却 しえなか った ことになろ う。
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もちろん,以 上 は ファー クツに よる総括 であるか ら,も とよ りこれのみに依

拠 した断言 は慎 まねばな らない。 しか も大著 『軍 国主義の歴史』 全4巻 は,ア

メ リカ移住後 の ファー クツが,1937年 にアメ リカで 出版 した もので あるか ら,

多少 は ドイツの軍制史 に辛 い点 をつけてい る とい うこともあ りうるだ ろ う(20

世紀 ドイッを代表する歴史家フリー ドリヒ ・マイネ ッケの 『ドイツの悲劇』や,ゴ ー

ロ ・マン[作 家 トーマス ・マンの次男]の 『近代 ドイツ史』を見れば分かるが,苦 難の

大戦期 を生きた知性がそもそも母国の軍制に甘い点をつけるはずはない。そしてそれで

よいのである)。そ こで今度 は,フ ァー クツが批 判の矢 を向け る 《一般 兵役 義務

制》 の問題点 を,逆 に可能 なか ぎ り好意 的に解釈す る とい う作 業 も一応や って

お く必要が ある。 その場合,た とえばつ ぎの ように考 える ことが可能で あろ う。

プロイセ ンの軍制改革者 たちは,「 最 高 の 目的 を確 保す るため に,た とえ 自分

自身のためではな く,自 分以外 の人 々のためであって も,喜 んで 自らを犠牲 に

供 す る」 とい う精神 に,《 国民軍》 の理想 を見 て いた。 ここに,カ ン トの 《常

備軍批判》 を,鹿 子木 の ように 《国民皆兵制擁護 論》 と して解釈す る余地が な

い とはいえないのである。す なわち,か つ ての常備軍 は人 間 を 「たんなる手段

としてのみ」扱 ったが,現 在 の 「国民 的常備軍即 ち一般徴兵制度,義 務 の概 念

の上 に立 てる常備軍」 は人間 を 「同時 に 目的 と して も」扱 っているのだ,と い

う解釈 である29)。

だがいず れ にせ よ,対 仏解放戦争 の終 了後,プ ロイセ ンの一般兵役義務制 は,

軍制改革者 た ちの当初 の理想 を裏切 る方 向へ と進 んでい く。引用 したい文献 は

多 々あ るが,紙 副 の限 りもあるので,ふ たたび大江志乃夫 『徴兵制』 の簡潔 な

解 説 に助 け をか りよう。 「一八 四八 年の革命 におい て,常 備 軍 は国王 の軍隊 と

して行動 し,後 備軍 は当初 は革命 に くみ した。 ブルジ ョアジーが まだ現実化 し

てい ない プロレタリアー トの脅威 におののいて王権 と妥協 した とき,プ ロイセ

ン ・ブル ジ ョア社会 の模写 である後備軍 もまた王権 の側 に転 じた。 プロイセ ン

絶対王 政の常備軍 と,プ ロイセ ン ・ブル ジ ョア ジーの後備軍 とい う二元兵制 の

かた ちで第一歩 を踏み出 した一般兵役義務 は,こ の妥協 によって二元兵制 の意

味 を失 った。 ブル ジ ョアジーが革命 の側 にあ った とき,憲 法議会 は個人 の 『兵
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器 を携帯 す る権利』 こそが兵役義務 のただひ とつ の根拠 である と主張 していた

が,ブ ルジ ョアジーが王権 と妥協 したの ちに成立 したプ ロイセ ン憲法 は,『 す

べ ての プロイセ ン人は兵役 の義務 を有す る。その範 囲及 び様 態 は法律 をもって

これ を定 め る』 とのみ規定 した。武装 の権利 ぬ きの兵役義務 の強制 による兵役

義務 一元化 の実現 を,王 権 は追求 しは じめた。/[…]〇 八六 〇年 に議会 に提

出 された軍制改革案 は,年 々の徴兵数 を増加 し,現 役服務期 間つ ま り兵営生活

を強制 す る期 間 を二年 か ら三年 に延長 し,常 備軍 中心 の兵制 に統一 しようとい

う案であ った。それ は後備軍 とい う国民軍 隊 を最終 的 に解体 し,国 民 の 自発性

にもとついた自律的軍事組織 という思想に基礎をおいた軍事力の存在を全面的

に否定 し,全 国民 を強制徴集 制 による徴兵制 とい う一元 的 な兵役義務 の もとに

編成が え しよう とす る ものであ った。徴兵 義務 を中心 とす る軍事体制 の もとに

全 国民 を組 み こむ,い わ ば国家 の軍 国化案 であ った」30)。 この軍制改革案

に したが って,一 般 兵役義務 に もとつ く 《徴兵制常備軍》 の確立 を実現 したの

が ビスマ ルクであ った。彼 は1867年 に行 った軍制改 革で,後 備 軍 を常備軍 の も

とで の兵役 区分の一部 に組 み入れ,こ うして 《国民軍》 の発想 はプロイセ ン軍

か ら完全 に消滅す るこ とにな る。大江 はい う,「 彼 ら[=兵 士 た ち]は 独立 の

個 人 である前 に国王の兵士 で あ らね ばな らなか った。軍隊 は国民軍 隊か ら大衆

的職業軍隊 に転化 した。すべ ての男子国民 は兵士 となるために育成 され るので,

兵士 はすで にアマチ ュアで はない。少数精鋭の外征用 職業軍 隊のすべ ての長所

をそ なえた大衆 的職 業軍 隊が,徴 兵制 の名 の もとに,外 征 軍 隊 と して成立 し

た」31)。 日本 が1889[明 治22]年 に徴兵令 を改 正 して,《0般 兵役義務制》

を確立 した ときに参考 に したのは,ま さし くこの 《大衆 的職業 軍隊》 としての

プ ロイセ ン軍 であった。 ゆえに,鹿 子木が ドイツや 日本で 目に し,講 演の なか

で正 当化 を試 みた 「国民 的常備軍即 ち一般徴兵制度,義 務 の概 念の上 に立て る

常備軍」 とは,カ ン トの 《民兵制擁 護 のテーゼ》 が妥 当す る ような軍隊で はけ

っ してなか った。 とい うよ りむ しろ,カ ン トの 《常備 軍の倫 理学的批 判のテ ー

ゼ》 が妥当す る ような軍制で しか なか ったので ある。鹿子 木の カ ン ト平和論解

釈 は,こ の点で も根拠 の危 うさを露呈 してい る とい えよう。
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(※管見のか ぎ り,鹿 子木員信 の哲学 に関する まとまった研究 としては,宮 本盛太郎

『宗教的人間の政治思想 軌跡編 阿部磯i雄と鹿子木員信 の場合』[木 鐸社,1984年]

がほぼ唯一 の ものである。同書 は,鹿 子木 の言論活動の全体像 を網羅 した力作 である。

そのほか,昭 和初期 における鹿子木の 日本主義思想 については,船 山信一 「昭和前期 の

日本主義哲学一 紀平正美 ・和辻哲郎 ・蓑 田胸喜 ・鹿子 木員信 ・『生み』の哲学」[藤 井

松一 ほか編 『日本近代 国家 と民衆運動』有斐閣,1980年,349-440頁]が 扱 っている。)

4朝 永三十郎 共和主 義者 としての カ ン ト

本 稿 が 最 後 に取 り上 げ る の は,カ ン ト学 徒 と して名 高 い 朝 永 三 十 郎(1871

[明治4]一 一1951[昭 和26]年)で あ る(長 男 はノーベル物理学賞受賞者の朝永振一郎)。

東 京 帝 国 大 学 で ラ フ ァエ ル ・ケ ーベ ルや 井 上哲 次 郎 に学 び,真 宗 大 学 や 京都 帝

国 大 学 で教 え たの ち,1909[明 治42]年 に渡 欧 。 ドイ ツの ハ イデ ルベ ル ク大 学

で ヴ ィルヘ ル ム ・ヴ ィ ンデ ルバ ン トに師 事 した。1913[大 正2]年 に帰 国 して

い るか ら,ち ょ う ど鹿 子 木 員 信 の留 学 時期 と重 な っ てい る(つ いでにい うと,鹿

子木の ドイツでの師がオイケンだったのに対 し,朝 永 の師がヴィンデルバ ン トだった と

い うのは興味深い。 《生の哲 学》 と 《新 カン ト派》 との政治思想的性格 の相違が,鹿 子

木 と朝永 との人生行路 をも分 けることになった とい うの は穿ちす ぎる見方 だろうか)。

以 後 京 大 教授 と して,天 野 貞祐,高 坂 正顕,小 原 国 芳 な ど多 くの俊 英 を育 成 し

た。 朝 永 の著 作 で もっ と も読 まれ た の は,1916[大 正5]年 に 出 た 『近 世 に於

け る 「我 」 の 自覚 史』(鹿 子木が 「カ ン トのr永 遠平和』 を論ず」 を発表 したの と同

年の出版)で あ る が,こ れ は西 洋 近代 史 を 《我 の 自覚》 とい う哲 学 的 主 題 の 縦

糸 と,社 会 ・政 治 ・思 想 ・芸術 ・宗 教 とい う社 会 的 連 関 の横 糸 とに よっ て織 り

上 げ た独 創 的 な思 想 書 で あ る。

同書 を 開 くと,「 四 『我 』 と国 家 立 憲 政 治 運 動 」 と題 す る0節 が あ り,
は うやラ

「教 権 か ら解 放 さ れ て,窮 屈 な,陰tic..な,灰 色 の 天 地 を 脱 して 漸 く天 空
くか いか つ ラ くしつ こ くラ

海 潤 の世界 に出でた と思つ た 『我』 は更 に国家 といふ 栓 桔 に苦 み,併 せ て
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之 と結託 した教権 の圧 迫 を も再 び忍 ばねば な らぬ こ と ・なつ た。 『我』 は教 会

に盲従す る代 りに国家 に屈従 せねば な らぬ こ と ・なつた。併 し対教権 の戦争 に

勝利 を得 た 『我』 は永 く此屈従 の状態 に甘 んず るこ とは出来 なかつた。頑 強 に

之 に対 して反抗 を試 み,英 国 は幾 度かの革命 を経 て憲 法政治の発祥 地 とな り,

学説上 に於 てはモ ンテス キューの三権分 立論の先駆 をなせ るロ ックの政治論 を

出だ し,仏 国に於 てはル ッソーの民約説,モ ンテス キューの政治論 とな り,大

革命 となつ た」32)と,大 正期 の 自由主義 思潮 の一角 を担 った著 者 ら しい叙述

が 目に入 る。同書初版 にはカ ン ト平和論 の記 述 はないが,近 代 の 自由主義 に深

い敬意 をは らう朝永 のなかで は,カ ン ト平和 論 を扱 うに十分 な思想 的素地 がで

きてい た といえ よう。の ちの改訂版 を見 る と,「八 超個人我 の発見一 カン ト」

とい う一節 にカ ン ト法哲学 の説明が付 加 され,「 か くて カ ン トは,従 来単 な る

歴史的事実,若 くば支配慾 幸福慾 その他 の 自然的傾 向 といふが如 き経験 的基礎i

の上 に置 かれ て居 た法 先 づ第一 に国内法(Staatrecht)を 先 天的基礎 の上 に

置 くこ とに よつ て其権威 を確 立 し,英 国 に於 て既 に実行 の ロ ック及びモ ンテス

キューに依つて それ の理論家 の端 が 開かれて居 た,立 憲的代議 制 を倫理 的 に基

礎 つ けんこ とを期す る と共 に[…]更 に進 んで等 し く人格品位擁護 の倫理 学的

原則 に基い て,近 世初頭 に於 てゲ ンテ ィー リス,グ ロー テ イウス等 によつて提

説せ られて居 た国際 法(Staatenrecht)を 基礎 づ け,而 して其 国 際法 の実行 機 関

として実際政治家(仏 王 ア ンリ四世 の宰 相)に よつ て既 に提 案せ られ て居 た国

交 国間の国際連盟 の構想 に合理的根 拠 を与 え,最 後 に地上 に住 す る一切 の人類

の関係 を律 すべ き世界公 民法(Weltburgerrecht)を 創設 し,之 に依 つ て地上 一切
　せんじよ　

の人類 を融和 す るこ とに よつ て,人 類 間の不和 闘争 を 菱 除 せ んこ とを期 した。

(此等 の諸点 につ いては,拙 著 「カ ン トの平和 論」 を参 考せ ん こ とを読者 に望

むに止め,詳 説 を省 く。唯,カ ン トの是等 の提 説 は凡 て,人 格 の品位,超 個 人

的我 の尊厳 といふ倫 理学的原則 に基礎 を置いて居 る といふ こ とが,本 書 の主題

との 関連 上 常 に明記 せ らるべ きで あ る,と い ふ こ と を特 に注 意 して置 きた

い。)」33)と 書 か れ て い る。 こ こで 朝 永 が 読 者 に参 照 を求 め て い る の は,彼 が

1922[大 正ll]年 に出 した単行 本 『カ ン トの平 和 論 』 を指 す 。 この書 と,そ の
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原 型 に な っ た二 つ の論 文(1921[大 正10]年 発表 の 「カ ン トの永遠的平和論の半面」

お よび1922[大 正11]年 発表の 「カ ン トの平和 観 に就 て」)が,以 下 本 稿 で扱 う メ イ

ンテ クス トで あ る。

まず,朝 永 が これ らの カ ン ト論 を執 筆 した動機 につ い て 簡単 に見 て お こ う。

論 文 「カ ン トの永 遠 的 平和 論 の 半 面 」 を見 る と,序 論 部分 で朝 永 は次 の よ うに

述 べ て い る。 「時事 問 題 と関連 して我 邦 に於 て も平 和 論 者 と して の カ ン トの 名

{しばしば　

が 屡 々 引挙 され,其 平和 論の内容 も或程 度 まで紹介 され て居 る と思ふが,此

0編 は此等
,又 は他 の カ ン トの平和 論の解 説や批 評 に対 して敢 て新機軸 を出 さ

うといふので はない。唯 『永 遠の平和 の為 め に』 一編 を読 む何 人 も知 り得 るで

あ らう其梗概 と,カ ン ト哲 学の一般 的理解 を有つて前挙 の関係 書類 を読 む何 人

と錐 も見逃 さぬで あ らう此平和 論 の意味 とを,一 般 読書 界 に紹 介 しや う といふ

に過 ぎぬ」34)。 本稿 前節 で扱 った鹿 子 木 の 「カ ン トの 『永 遠 平和』 を論

ず」 と比べ る と,《没政 治性》 を強調 した まことに静 か な口吻であ る。 しか し,

この言葉 を額面通 り受 け取 る とす る と,朝 永 ともあ ろ う大 学者が,し か も 『哲

学研 究』 とい う専 門誌 に どうして その ような 《啓 蒙的》 一文 を発 表 したのか,

理解 に苦 しまざるをえない。その真 実の理 由は,同 論文 を改訂 ・再録 した 『カ

ン トの平和 論』 におい て明か され てい る。 同書 の 「序」 で朝永 は,「 其 の[=

同書 の]関 心 は主 と して史 的で あつ て平和 主義 の宣伝 といふ こ とには存 しな

い」35)と述べ て,や は り 《没 政治 性》 を強調 す るの であ るが,そ の直後 に,

「併 し著者 は平和 主義其者 に対 して全然無 関心 で はない。平素 政治問題 に対 し

て多少の興味 を有 し,而 して和 戦問題 に関 しては平和論 に同情 し,平 和 をばカ

ン トの意味 に於 て 『イデー』 と認 めて居 る。而 して其 の精神 を以つて折 々時事

問題 に対 して管見 を述べ たこ ともあつ たJと 述べ,日 露戦争後 に凱旋 門建設 の

世論が起 きた ときに反対 の論陣 を張 って喧 々器 々たる批判 を浴 びた こ と等 を述

懐 して,胸 奥 に脈打 つ 《平和主 義》 をほのみせ る。 そ して,「 今,平 和 に対 す

る世界人心の趨 向 を見 るに当時 と戦後[=第 一次 世界大 戦後]の 今 日とは実 に

隔世 の感があ る。尤 も,今 日の平和 論が如何 なる程 度 まで純 なる動機 に出でて

居 るか,殊 に如何 なる程 度 まで哲 学的洞見 の上 に立つ て居 るか は疑問で ある。
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衷心 よ りして平和 を愛 し若 くば原則 として其 の追求 をば義務 と信ず るので な く

して 自家若 くば 自国本位 的打算 や有意無意 の大勢順応 やに出でた ものが寧 ろ多

数 を占め て居 るか も知 れ ぬ」36)と述べ るので あ る。世 に 《平 和》 を語 る者 は

少 な くないが,"平 和 とはそ もそ も何 であ るか"と の深 い思惟 に まで到達す る者

の少 ない こ とに対 して,朝 永 は深 い危惧 を抱 いていた。 そ うした世 間への警醒

の念 をこめて,彼 はあ えて 《啓蒙 的》 に,カ ン ト平和論 を再確認す る機 会 を世

に提 供 しよう としたのだ った。(な お,本 稿筆者の見るに,「カントの永遠的平和論

の半面」が掲載 された 『哲学研究』の"1921[大 正10]年3月"と いう時期一 もちろ

ん主題の着想や原稿の執筆はそれからさらに数ヶ月先立つことになる を考えると,

朝永の念頭に 《シベリア出兵》や 《軍縮問題》等,同 時代の政治的事件への関心がなか

ったとは考えられない。これについては後述する。)

以上 で朝永 カ ン ト論 の執筆動機 につい て大方明 らか になったので,以 下内容

に入 ろ うと思 うが,例 によって本稿主題 の 《兵役 問題》 に関す る箇所 を取 り上

げ ることに しよう。朝永 は 『永遠平和 の ため に』 第1章 第3条 項の 《常 備軍批

判》 を次 の ように解説す る。

「一国民が他 国民 に対 して脅威 を感ぜ しめ る状態 は主 と して対外 的意味 を

有す る二つ の国家 的施設 に存す る。其一 は即 ち兵備,他 は国債 であ る。先

ず兵備 に就 て考 ふれ ば,[①]如 何 な る国家 も自己及 び 自己の政治 的独立
くマ マ ラ

を擁i護する力を有せねばならぬ以上兵役に堪える全国民に軍隊的教育及び

訓練 を施 す といふ こ とは必 要で ある。[②]併 し常備 軍 は,外 に対 して は

絶 えず 開戦 の為 めに武装す る といふ状 を示 して脅威 とな り,且 つ各 国互 に
　こ くどラ

軍備拡張に競争する結果,内 に於ては平時猶ほ莫大なる国努を濫費して次

に論ずべき国債の増大を誘致し,其 結果結局短時の戦争に依て対手国を侵
くふたん　

害す るが却 て平和 よ りも国民 の 負澹 を軽 減す る所以 な りと考 え られて戦

争 を誘致 す る こ と ・なる。[③]の み な らず常備 軍 の設 置 は戦争 に対 す る
　マ マ　

絶 え ざる緊張状態 として其 の 自身永 遠的平和 の正反対 であ る。[④]現 状

の国際関係 に於 て は吾 々 は一の循環論 の上 に立 つて居 る。常備軍が存置 さ
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る ・間は戦争 は必然であ る,而 して戦争あ る問 は常備 軍 は必 然であ る。此

循環論 の両項 は何 れ も正当で ある。従つて吾 々が取 るべ き途 は唯一つ,即
くすベ ラ

ち凡ての国家が常備軍を全廃するか,然 らざれば 凡 ての国家が之を有す

るかの外 にはない。是 に於 て第三の予備條 項 が成 立たねば ならぬ」37)

この朝永 の解説文 と原典 の 「第3条 項」 との照合 をす る と,② と③ は基本 的

に原典のパ ラフ レ0ズ であ るが,① と④ に関 して は微妙 な相違 点があ る。 まず,

① の下線 部で あるが,た しか にカ ン トは 「国家市民 が 自分 や祖 国 を外部 か らの

攻撃 に対 してそ なえるため に,自 発 的 に武器 を とって定期 的 に繰 り返 す軍事演

習」 とは述べ てい る ものの,あ くまで 《国家市民》 の 《自発性》 に重 きを置 い

た表 現 に なって い る。 だが朝 永 の記 述 で は,兵 役 に関 して,《 国家》 に よる

《強制》 の側面 がつ よ く出 て きて いる(も っとも,本 稿序論でも述べたように,カ

ン トのいう兵役がスイス的な 《国民皆兵制》を指す ものであるならば,そ れは国家の側

から語れば 《自発的権利》であ り,国 民の側か ら語れば 《強制的義務》であることにな

ろう。もちろん前節で見た鹿子木説に比べると,朝 永説では兵役の 《強制》の度合がは

るかに弱められているが)。 また,「 兵役 に堪 える全 国民」 とい う表現 も,原 典 で

はただ 「国家市 民(Staatsburger)」 とあ る にす ぎない。 朝永 の表 現 は,日 本 の

《一般兵役 義務》 が彼 の念頭 にあ った ことの しる しだ ろ うか。つ ぎに④ の下線

部であ るが,こ れ に該当す る記述 は原典 には な く,朝 永 自身が読者 の便宜 を図

って付 した もの だろ うと思 われ る。 以上 の ような相違 はあ るが,全 体 と し

て朝永論文 は原典 に忠実 な解説 であ る とい って よい。 さて,上 記 引用文 は,翌

年出版 の 『カ ン トの平和論』 では,① か ら④ までのそれぞれの記述 に改訂 がほ

どこされている。些細 な訂正 の ように見 えるが,本 稿主題 にとって重要 な変更

と思 われ るので,ひ とつ ひとつ見 てお きたい。

まず① の記述 は,『 カ ン トの平和 論』 で は,「 如何 な る国家 も自己及 び 自己の

政治的独立 を擁護 す る力 を有せ ねば な らぬ以上護郷兵又 は民兵制度 を取 り兵役

に堪へ る国民 に一定 時期 に於 て軍 隊的教育及 び訓練 を施す といふ ことは必 要で

あ る」 となってい る。 この変更 について3点 指摘 してお く。(1)「護郷兵又 は民
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兵制度 を取 り」 お よび 「一定時期 に於 て」 とい う説 明句 が付 加 され,ま た 「全

国民」が 「国民」 と改 め られるな ど,も との論文 に比べ て軍制形態が具体 的 に

明記 された こ とにな る。(2)「一定 時期 に於 て」 の部分 は,ド イツ語原典 に即 し

てperiodischを 新 たに訳 し入 れた もので あろ う38)。だが,「 護郷兵又 は民兵 制

度」 にあたる語 は原典 には見 当た らないので,や は り朝永が読者 の便宜 を図っ

て挿入 した ものであ ろう。 この挿入 によって,カ ン トのい う軍制が,い っそ う

ス イス的 あ るい はル ソー的 と呼 ぶべ きか もしれないが 国民皆兵制 と し
くマ マ ラ コ 　 　

て イメージ され る とい って よい。(3)なお,「 兵役 に堪 え る全 国民」が 「兵役 に

堪へ る国民」 に変 更 された こ とを もって,国 民皆兵制 が否定 された と見 るのは

早計 にす ぎよう。 「護郷 兵」(現在でいう国境警備隊)を 全 国民 が輪番制 で担当す

る とい う解釈 も可能 だか らであ る。

つ ぎに② の記述 であ るが,『 カ ン トの平和 論』 で は,「 併 し常備軍(カ ン ト当

時 までの常備 軍 は徴 兵制度 に依 つた もので な くして職業 的兵士 としての傭兵 よ

り成 つた ものであ るこ とを記Bす るを要する)は[… 以下 は ほぼ初稿 と同 じ]」

云 々 とい うふ う に,常 備 軍 とい う言 葉 に()で 但 し書 きが 追加 され て い る。

この 追 加 は,鹿 子 木 の 論 点(「 当時 カン トは未 だ始めてシュタイン,シ ャル ンホルス

ト,グ ライゼナ ウ等の天才の胸 に生れ,カ ン トの死後漸 くその実現 を見 るに至つた国民

的常備軍,国 民 的徴兵制度,即 ち高貴 なる義務 の上 に立つ常備軍 なる もの を知 らなかつ

た」)と も重 な るの で,と くに注 意 す べ きで あ ろ う。 「カ ン ト当 時 まで の常 備 軍

は徴 兵 制 度 に依 つ た もの で な く して 」 との 記 述 は,そ の裏 を勘 ぐれ ば,(鹿 子

木説 のように)"カ ン トの常 備 軍批 判 は 日本 の徴 兵 制 に は妥 当 しな い"と い う解

釈 を許 す もの と読 め な くもない 。 文 末 の 「記 憶 す る を要 す る」 との 強調 的修 辞

が,そ う した 感 をつ の らせ る。

また③ の 記 述 は,『 カ ン トの平 和 論 』 で は,「 の み な らず常 備 軍 制度 は畢 寛 人

を殺 し又 は人 に殺 さ る ・機 械 又 は道 具 と して給 料 に依 て 人 間 を使 用 す る もの で

あつて,人 間 を物件視 し人格 の品位 を躁踊 す る ものであ る(此 最 後の理 由は敵

意の感情 を刺 激す る といふ 中に含 め るこ とは出来 ぬ,単 に道徳不 正であ るとい

ふ にある)」 とい うふ うに,大 幅 に文章 が追加 されてい る。 これ は原 典 の 《常
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備 軍の倫 理学的批判 のテーゼ》 を忠実 に解説 した ものであ り,本 来不可欠 の内

容 といえる。 そ して最後 の④ の記述 は,『 カ ン トの平和論』 で は,全 文削 除 さ

れてい る。先述 の ように,こ れはそ もそ も原典 にはない記述 であるか ら,朝 永

が原典 に忠実 たるべ く行 った改訂 であろ う。

以上 を鑑 み るに,朝 永 はカ ン トの軍制論 を 《国民皆兵制》 と して読 んで

お り,そ の際基本的 にはル ソー=ス イス的 な民兵制 を念頭 に置 きつつ も,同 時

に 日本 の 《0般 兵役義務制》 に多少引 きず られて解釈 してい る可能性が ある と

い える。 とす れ ば,朝 永 の解 釈 にお いて も,鹿 子木 の場合 と同 じく,国 民 の

《兵役拒 否権》 は法 的 に否認 される こ とにな りか ねない。 しか し,朝 永 は 「カ

ン トの永 遠的平和 論の半面」 の最 初 のほ うで,「 カ ン トは 自然状 態 と国家契 約

又 は国家状態 とが時 間的継起 の関係 に立っ と言ふ ので はな くして,国 家契約 は

『理念』 と して常 は 自然状態 中に働 かね ばな らぬ,而 して其 れ に照 して吾 々は

国家が其 臣民 の 自由の擁 護 といふ本分 に如何 なる程度 まで適合 して居 るか を知

るこ とが 出来 る といふ のである。理性が国家 を要求す るは唯 々人民の 自由の7

護 の外 にはない。此本義 に背 く国家の行 動 は如何 なるこ と ・難 も悪で なけれ ば

な らぬ。 カ ン トに依れ ば,た とへ人民 の幸福 を誘致す るや うな事 と錐 も人民 の

自律 的意志 に背 い てなす は此 国家 の本領 に背 反す る もの として悪 で あ る」39)

と述べ て もい るので ある。 《人民 の 自由 の擁護》 と 《兵役義務》 とは朝永=カ

ン トのなかで どう両立す るの だろ うか。

本稿筆 者 の見 る ところ,こ の二律 背反 の解 決 に示 唆 を与 えて くれ るのが,

1922[大 正11]年 発 表 の第二論文 「カン トの平和観 に就 て」(も とは1921[大 正

10]年ll月 に京都哲学会で行った講…演)の 次 の一節 であ る。 「カ ン ト自身の語

を假 りて言へ ば 『0人 の 自由が他 の人々の 自由 と一般 的の 自由の法則(自 然法
　むすびつラ

に対 していふ)に 従 て併存 し又 は 結 付 き得べ き制約 を確定 す る』 こ とが法 の

課題 であ る。斯 くて法 は一方 に於 て は人格 の 自由 と品位 とを擁護すべ きもの と

して,其 の根底 に於 て は共同生活 の成員 の 自由よ り出で 自律 に基 いた もので な

けれ ばな らぬ。一人若 くば一部者 の外 的強制 に基 いた もので な くして,成 員 を

強制す る もので はあ るが併 し彼等 自身の共同立 法 に依 てのみ彼等 を強制す る も
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ので なければ な らぬ。即 ち自由 に基 く強制 で なければな らぬ。此 の如 き共 同立

法 の下 に一群 の入が結付 いた ものが即 ち国家 で ある。[…]従 て国家 は其 の本

性上 強制力 を有 すべ きもので あ るが,併 し其成 員 に対 して は,人 間 と しての

(即ち己 れ 自ら自己 に対 す る立法者 た り得 る)自 由 と,公 民 と しての(即 ち共

同立法 に参 与す る者 として の)平 等 とを認 め,彼 等 自身の共同立法 に従 てのみ

彼 等 を強制す るこ とが で きる」40)。 この叙述 は,カ ン トの 『人倫 の形而上

学』 か ら朝永 が咀噛 した ものであ るが,各 概念 に一 点の曇 りもない見事 な まと

め とい って よい。 この朝 永=カ ン トがい う 《自由 に基 く強制》 とい う思想 は,

い っ さいの国内法 に,し たが って 《兵役義務》 に も妥 当す る ものであ ろう。つ

ま り,《共 同立法》 と して国民 に兵役が課せ られる場合,《 兵役拒否》 の権利 は

個 人 には否認 され るのであ る。 とすれば,国 民 に とって兵役拒否 の道 はただ0

つ,共 同立 法 として の拒 否 しかあ りえない。 カ ン トが 『永遠平和 のため に』 第

2章 で 「永 遠平和 の ための第0確 定条項」 として掲 げた 「各 国家 におけ る市民

的体 制 は,共 和 的で あるべ きであ る」(8,349)と の テーゼ は,こ こか ら導 かれ

る。朝永 はい う。 「カ ン トの共和 的 といふ は[…]今 日普通意味 され て居 る と

同 義 で は な く,

くた だラ

唯 立法権が統治権より厳密に区別せられ,而 して其れが代議

士 を通 じて凡 ての公民 の手 にあ る といふ意味 であ る。其故 にた とへ ば フ リー ト

リッヒ大王 が 自 らを 『国家の最高奉仕 者』 と呼 んだや うな精神 の王政 とは充分

よ く調和 し得 るのであ る。 カ ン トによれ ば此 の如 き政体 の国家 に して初 めて其

成員 に対 して,人 間 としての 自由 と,公 民 としての平等 とを充分 に認 め,単 に

彼等 自身の自由に基く共同立法に従てのみ彼等を強制するといふ性質を有 し得

る。従 て 自由 に基 く強制 といふ法の理念 従 て又 た法 の確保 を以 て職分 とす る

ところの国家 の理念 に最 もよ く適合 した ものであ るが,平 和 の確保 も亦此 の如

き国家の 問に於て初めて安固であ るこ とが出来 る。何 となれ ば,戦 争 の為 め に

悲惨 なる犠牲 を払 はねば な らぬ もの は先づ君 主 に非 ず して人民 である,戦 争 の

為 め に租税 や血税 を払 ひ,戦 後 の荒廃状態 を快復す る為 めに労苦せ ねばな らぬ

もの は統 治者 に非ず して主 として臣民 であるか ら,和 戦 の決定権 が人民 の手 に

あ る場合 には,軽 々 しく戦端 を開 き,若 くば戦争 を永続せ しめ,若 くば無用 の
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戦備 に汲 々 とす る や う な恐 は な い」41)。一 この文 章 の前 半 部 分 は,朝 永 に よ

る 『人倫 の形 而 上学 』 の 主権 論 の要 約 で あ り,そ れ が後 半 部 分 の 『永 遠 平 和 の

た め に』 第2章 第1確 定 条 項 の 要約 と結 び付 け られ て い る。 この朝 永 の カ ン ト

解 釈 に した が え ば,「 立 法 権 が 統 治 権 よ り厳 密 に 区別 せ られ,而 して 其 れが 代

議 士 を通 じて 凡 て の公 民 の手 にあ る とい ふ 意 味 」 で の 《共和 制》 こそ が,《 永

遠 平 和 》 へ の確 か な道 程 で あ る こ とに なろ う。

こ こ にい た って,わ れ わ れ は朝 永 カ ン ト論 の真 の執 筆 動 機 に想 到 す る こ とが

で きる。 朝 永 が カ ン ト平 和 論 に 関 す る論 考 を着 想 し発 表 した,1920[大 正9]

年 末 か ら1922[大 正11]年 春 にか け て の時 期 は,ち ょう ど 日本 の世 論 で 《普 選

運 動 》 と 《軍 縮 思 潮 》 とが 同 時 に高 ま りを見 せ て い た時 期 に符 合 す る。 また そ

う した世 論 の 背 景 には,《 シベ リア 出兵 》 の行 き詰 ま り とい う事 態 が あ っ た。

安 易 な 方 法 か も しれ な い が,時 代 の 雰 囲 気 な り と もつ か む た め,岩 波 書 店 版

『近代 日本 総 合 年 表』 か ら,こ の時 期 の 関係 事 項 を抜 き出 して み よ う(参 考に,

朝永 の執筆活動 を[※]に ゴチ ックで記 す)。 【1920[大 正9]年 】 「3.2.閣

議,シ ベ リア 出兵 の 目的 を,チ ェ コ兵 救 援 よ り朝 鮮 ・満 州 へ の過 激 派 の脅 威 阻

止 の ため と変 更 して駐 留 す る こ とを決 定 。/3.12.ニ コ ラエ フス クの 日本 軍,

休 戦 中の パ ル チ ザ ンを攻 撃 して敗 れ,3.18.戦 闘停 止 。/3.31.政 府,シ ベ リア

の 政 情 安 定 まで撤 兵 せ ず と声 明 。/4.4.日 本 軍,沿 海 州 の ロ シ ア全 軍 約7000

人 を武 装 解 除 。/7.3.政 府,サ ガ レ ン 占 領 ・ザ バ イ カ ル 方 面 撤 兵,ウ ラ ジ

オ ・ハバ ロ フス ク駐 兵 の 声 明 を発 表 。7.16.米 国抗 議 。/7.15.シ ベ リ ア派 遣 軍,

極 東 共和 国 と停 戦 議 定 書 に調 印。/8.20.日 本 軍,ザ バ イ カ ル州 よ り撤 退 完 了 。

8.31.ハ ル ビ ン以 西 よ り全 部 引 揚 。/11.4.尾 崎 行 雄 ・犬 養 毅 ・島 田 三郎 ら,政

界 革新 普 選 同盟 会 を結 成 。/12.12.日 本 軍,ハ バ ロ フス ク よ り完 全 撤 退」42)。

【1921[大 正10]年 】 「1.24.憲 政 会 総 裁 加 藤 高 明,貴 族 院 で シベ リア 出

兵 につ き質 疑,撤 兵 を主 張 。/2.3.衆 議 院,憲 政 会 ・国民 党 よ りそ れ ぞ れ提

出 の 普 通 選 挙 法 案 を否 決 。/2.4.憲 政 会,普 通 選 挙 法 案 をめ ぐ り田川 大 吉 郎

を除名,尾 崎行雄 に離党勧 告。/2.10.衆 議 院,尾 崎行 雄提 出 の軍備 制 限決

議 案 を否決(つ い で尾 崎 は軍 備制 限 の遊 説 を開始)。/[※3.1.朝 永 の論文
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「カ ン トの永 遠 的 平 和 論 の半 面 」 が 『哲 学 研 究』 第60号 に 掲載 され る〕/5.13.

閣議,極 東 共和 国 との交 渉 の た め,有 産 民 主 制 の実 施,外 国 人 の居 住 ・営 業 ・

土 地 所 有 の承 認 な どの条 件 で シ ベ リア よ り撤 兵 との方 針 を決 定 。/6.3.米 国

務 長 官,幣 原 大 使 に 日本 の シベ リア 占領 に基 づ くい か な る要 求 ・権 限 も有 効 と

認 め ない との5.31.付 覚 書 手 交 。/7.11.米 国,日 ・英 ・仏 ・伊 に軍 備 制 限,

太 平 洋 ・極 東 問 題 討 議 の た め,ワ シ ン トン会議 の 開催 を非 公 式 に提 議 。8.13.

日本 を正 式 招 請 。8.23.参 加 を回=答。/9.17.尾 崎行 雄 ・島 田 三郎 ・吉 野 作

造 ら,軍 備 縮 小 同志 会 を結 成 。/[※11.6.朝 永,京 都 哲 学 会 に て 「カ ン トの

平 和 観 に 就 て」 と題 し,講 演]/11.12.尾 崎 行 雄 ら,全 国 普 選 断行 同盟 を組

織 」43)。 【1922[大 正11]年 】 「[※1.1.朝 永 の 論 文 「カ ン トの 平 和 観 に就

て」 が 『哲 学 研 究 』 第70号 に 掲 載 され る]/1.22.普 選 断 行 ・綱 紀 粛 正 民 衆

大 会,東 京赤 坂 で 開催 。/2.6.ワ シ ン トン会 議 で,海 軍 軍 備 制 限 条 約 ・中 国

に関 す る9力 国 条約 ・中国 関 税 条 約 な ど調 印,同 会議 終 了 。/2.23.衆 議i院,

憲 政 会 ・国民 党 ・無 所 属 団共 同提 出 の統 一 普 通 選 挙 法 案 上 程 。 討 論 中傍 聴 席 よ

り生 蛇 投 入 。 同夜,普 選 要 求 の群 集 数 万,警 官 と衝 突 。/3.25.衆 議 院,各 派

共 同提 出 の陸軍軍備縮小 建議案 を可決 。/[※5.21.朝 永 の単行 本 『カン トの

平和論』 出版 され る]」44)。

一 こう して項 目を単純 に列挙す るだけで も
,朝 永 の言論 出版活動が,い か

に時代 の動 き と緊密 に連動 してい るかが わか る。彼 の カ ン ト論(そ れは尾崎の

普選運動 と呼応するかのように発表 されている)が,「 立法権 が統 治権 よ り厳 密 に

区別せ られ,而 して其れが代 議士 を通 じて凡 ての公民 の手 にあ るといふ意味」

での 《共和制》 に言及 してい るのは,け っ して偶 然 の ことではない。 シベ リア

の 日本軍が 《在留 か,撤 退 か》 との選択 を迫 られ,尾 崎行雄 に代 表 される 《普

選》 と 《軍縮》 の声 が高 まる中,朝 永 は哲学者 と して,た んなる感情論 を超 え

た 《論理 と しての平和》 を探 求 していたので ある。 カ ン ト平和 論 を原典 に忠実

に祖述 す る とい う手 続 きを と りなが らも(あ るいはそうした手続 きをとったからこ

そ),彼 の思索 は時代 の問題 の核心部分 を衝 い ていた。《普選運動》等 で尾 崎 と

近 い政 治的立 場 にあっ た進歩 的知 識人 団体 「黎 明会」 に,吉 野作造 ・福 田徳
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三 ・今井義幸 ・新渡戸稲 造 ・穂積 重遠 ・姉崎正治 ・左 右 田喜 一郎 ・三宅雪嶺 ・

森戸 辰男 ら鐸 々たる言論 人た ち と並 んで朝永 が名 を連 ねたの も,彼 の哲学 か ら

必 然的 に導かれ た実践であ った。

(※朝永三十郎 の哲 学 は,本 稿筆者 の見 る限 り,お そ ら く鹿子 木以上 に研 究 されてい

ない。 と くにその平和論 に関す るまとまった言及 としては,家 永三郎責任編集 『日本平

和論大系5』[日 本図書セ ンター,1993年]所 収 の 『カ ン トの平和論』 解説[宮 田光雄

執筆,同 書370-374頁]ひ とつではないだ ろうか。 カ ン ト平和論の 日本へ の紹介者 とし

てだけでな く,当 時の世界で もきわめて高水準のその解釈者 ・実践 者 として,朝 永 は,

今後 もっ と研 究 されて しかるべ き哲学者であると思 う。)

5小 結

す で に紙 数が尽 きて しまったので,最 後 に,以 上 の議論 か ら(カ ントにおけ

る 《兵役拒否》の思想的位置づけについて)得 られた示 唆 を,簡 単 に まとめて結 び

と したい。(1)中江 兆民 が描 くの は,"武 器 を とる よ りは非 武装 での死 を選ぶ"

とい う 《無抵抗主義者》 と しての カン トであ り,こ れはいわゆる 《良心 的兵役

拒 否》 の立場 で あ る(『三酔人経編問答』の登場人物でいえば 「洋学紳士」にあたろ

う)。そ して中江 の このカ ン ト解釈 を支 えてい るのは,"個 人 の身体 は個 人 の所

有 である"と い うロ ック的な 《自己所有》 の論理 である。 中江が この解釈 を ど

こか ら着想 したのか,そ の淵源 は本稿 では解 明で きなかったが,い ず れにせ よ,

カン ト(と りわけ 『永遠平和のために』や 『人倫の形而上学』を書いた晩年のカント)

に 自己所有論 が含 まれているのか否 か,も し含 まれている とすれ ばそれ はいか

な る意味 によってか,こ れ らの問題が今後 の課題 と して浮上 して きた といえる。

(2漉 子 木員信 が描 くの は,傭 兵制常 備軍 をこそ否定 はす るが,"ド イッや 日本

の一般兵役義務制(=国 民的常備軍)を 見 た ら賛意 を示 したろ う"と い う 《徴 兵

論者》 としての カ ン トであ る(こ れは 「豪傑の士」の立場に近い)。 この立場 で は

お よそ国民の 《兵役 拒否》 はいっ さい否定 され るこ とになる。鹿子木の カ ン ト
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解釈 を支 えて い るの は,"常 備 軍 は人 間 をたん に手段 としてのみ扱 うが,民 兵

制 はその限 りで はない"と い う 《目的 と手段》 をめ ぐるカ ン トの議論 であ る。

これ を"一 般兵役 義務制 は人 間を同時 に 目的 として も扱 う制度 であ る"と 読 み

替 えた鹿子木の解釈 につ いては,本 稿で もその問題点 を指摘 したが,カ ン ト自

身 にお ける 《民兵制の思想 的位 置づ け》 について も,今 後 『人倫 の形 而上学 の

基礎づ け』(目 的と手段についての議論をもっとも端的に提示 しているのは,こ の本で

ある)等 を もとに究 明す る必 要が あ ろ う。(3)朝永 三十郎 が描 くの は,"兵 役 は

国民 の義務であ り,も し拒 否す るので あれ ば,国 民の共同立 法 として なすべ き

で ある"と い う 《共和 主義者》 としての カ ン トであ る(こ れは中道的な 「南海先

生」の立場に近い)。朝永 の カ ン ト解 釈 を支 えてい るのは,"国 民へ の強制 は,

自由な国民の共 同立法 に よってのみ可能であ る"と い う 《自由 に基 く強制》 の

論理で ある。 これ は,本 稿 で あつか った三人 の うち もっ ともカ ン トの原典 に忠

実で あ り,か つ説得 力の ある解釈で ある と思 われ るが,こ の論理 を押 し進め る

と,"兵 役拒否 はあ るべ か らず"と い う国家 法のテーゼ と,"戦 争 はあるべか ら

ず"と い う国際法 のテーゼ とが二律 背反 を起 こす こ とになろ う。 この問題 をカ

ン ト法哲学 に即 して考 える ことが,次 の課題 として残 される ことになる。

こうして兵役 制度 をめ ぐる 《三哲 人経論問答》 は,は か らず もカ ン ト平和 論解

釈 の争点 を照 ら し出す ことになった。

注 カン トの引用 はアカデ ミー版 を底本 とし,O内 に巻数 とペー ジ数 を記 した。

訳文 は,岩 波書店版 『カン ト全集』第ll巻(樽 井正義,池 尾恭一訳 の 『人倫の形而上

学』)2002年,お よび第14巻(遠 山義孝訳の 『永遠平和のため に』)2000年 を参照 した。

なお,本 稿全体 を通 して引用文 に付 した下線 や,[]内 の挿入,お よび()内 の現

代 かなつかいによるルビは,す べ て筆者 によるものである。

1)拙 稿 「根 拠 律 の此 岸 と彼 岸 フ ィ ヒテ対 シ ョー ペ ンハ ウア ー」,『東洋 哲 学研

究所紀 要』 第18号,2002年12月,141-166頁 。

2)拙 稿 「思想 と しての兵役 拒 否 近代 国家 思想 史 に関 す る一つ の試 論」 『東洋 哲

学研 究 所紀 要』 第19号,2003年12月 。

3)宇 都 宮 芳 明 「解 説 」(岩 波 文 庫 版 『永 遠 平 和 の た め に』,1985年,所 収),

128-129頁Q
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末 川清 『近代 ドイツの形 成 「特 有 の道」 の起 点』,晃 洋 書房,1996年,56頁 。
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こ こで,カ ン トと鹿 子 木 とを媒 介 す る思 想 と して,フ ィ ヒテ の国家 論 を取 り上

げ たい と ころで あ るが,そ れ につ いて は機 会 を改 め て論 じた い。 こ こで は,フ

ィ ヒラの 《国民 皆 兵論 》 が,カ ン トの 《永 遠 平和 論》 を基 礎 に構築 され てい る

こ とを指 摘 す る に と どめ る。

大江 前掲 著,33-34頁 。

同上,34-45頁 。
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頁。
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